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剰余金処分議案

議案及び参考事項

第１号議案
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中間配当（円） 期末配当（円） 配当性向（％）

（％）（円）

（注）2024年４月１日付で普通株式１
株につき２株の割合で株式分割
を行っております。2024年３月
期の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定して、中間配当、期
末配当を算定しております。

〈株主総会参考書類〉

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

剰余金の処分の件
　当社は2023年４月に公表した「JR西日本グループ中期経営計画2025」及び2024年４月に公表した
「JR西日本グループ中期経営計画2025アップデート」において、長期安定的な株主還元と持続的な企
業価値・株主価値向上の推進を基本方針に、配当性向を35％以上とする安定的な配当、機会を捉えた
資本政策を実施することとしてまいりました。
　当事業年度の剰余金の処分につきましては、当事業年度の業績及び今後の経営見通し等諸般の事情を
勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　当事業年度の配当につきましては、直近公表の１株につき年間90円50銭から７円増額し年間97円
50銭の配当とし、昨年11月に１株につき45円の中間配当金をお支払いいたしておりますので、期末
における配当金につきましては、１株につき52円50銭といたしたいと存じます。

１．配当財産の種類
金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金52円50銭　　総額23,905,456,890円

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月19日

【ご参考】
配当金の推移（直近３事業年度）
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定款一部変更の件

第２号議案

現 行 定 款 変 更 案

（目的） （目的）
第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 （現行どおり）
(１)～(８) （条文省略） (１)～(８) （現行どおり）
(９) 金融業 (９) （現行どおり）
(10) クレジットカード業 (10) （現行どおり）

（新設） (11) 前払式支払手段の発行、販売及び管理業
（新設） (12) 資金移動業
（新設） (13) 銀行代理業
（新設） (14) 貸金業
（新設） (15) 金融商品の仲介に関する業務

(11)～(24) （条文省略） (16)～(29) （現行どおり）
２ （条文省略） ２ （現行どおり）

定款一部変更の件
１．変更の理由
　当社の事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に対応するため、現行定款第２条（目
的）について、一部追加を行うものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

第３号議案

候補者
番　号 氏　名 当社における地位・担当

2025年度
取締役会

の出席状況

1 再 任
　

は
長

せ
谷

がわ
川

 

　
かず
一

 

　
あき
明

代表取締役会長
取締役会議長

15／15回
（100％）

2 再 任
　

の
野

 

　
ざき
崎

 

　
はる
治

 

　
こ
子

独 立 役 員
　社外取締役候補者　　

社外取締役
人事報酬諮問委員会委員長

15／15回
（100％）

3 再 任
　

いい
飯

 

　
の
野

 

　
けん
健

 

　
じ
司

独 立 役 員
　社外取締役候補者　　

社外取締役
人事報酬諮問委員会委員

15／15回
（100％）

4 再 任
　

みや
宮

 

　
べ
部

 

　
よし
義

 

　
ゆき
幸

独 立 役 員
　社外取締役候補者　　

社外取締役
人事報酬諮問委員会委員

15／15回
（100％）

5 再 任
　

かな
金

 

　
い
井　　  

ゆたか
 豊 

独 立 役 員
　社外取締役候補者　　

社外取締役 11／11回
（100％）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員11名は、本総会終結の
時をもって任期満了となります。つきましては、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者につきましては、指名の客観性、公正性及び信頼性を確保するため、社外取締役が過半
数を占める人事報酬諮問委員会における審議を経て取締役会で決定しております。
　なお、監査等委員会からは、本議案に関して、選任の基準や手続きについて検討を行った結果、その
内容は妥当であるとの意見を得ております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者
番　号 氏　名 当社における地位・担当

2025年度
取締役会

の出席状況

6 再 任
　

くら
倉

 

　
さか
坂  

しょう
 昇   

じ
治

代表取締役社長兼執行役員
人事報酬諮問委員会委員

15／15回
（100％）

7 再 任
　

いの
井

 

　
うえ
上　　  

あきら
 啓 

代表取締役副社長兼執行役員
鉄道本部長、鉄道カンパニー長
社長補佐全般
安全統括管理者
鉄道本部、鉄道カンパニー担当

15／15回
（100％）

8 再 任
　

おく
奥

 

　
だ
田

 

　
ひで
英

 

　
お
雄

取締役兼専務執行役員
マーケティング本部長
デジタルソリューション本部長
マーケティング本部、デジタルソリューション本部
担当

15／15回
（100％）

9 再 任
　

うめ
梅

 

　
たに
谷

 

　
やす
泰

 

　
お
郎

取締役兼専務執行役員
経営戦略本部長
人事報酬諮問委員会委員
福知山線列車事故ご被害者対応本部、
ガバナンス推進本部、経営戦略本部、東京本部担当

11／11回
（100％）

10 再 任
　

うるし
 漆   

はら
原　　  

たけし
 健 

取締役兼常務執行役員
鉄道本部副本部長
鉄道本部安全推進部長、鉄道本部安全研究所長
鉄道本部安全推進部、鉄道本部安全研究所担当

15／15回
（100％）

11 新 任
　

たけ

武
 

　
いち

市
 

　
のぶ

信
 

　
ひこ

彦
常務執行役員
地域まちづくり本部副本部長
地域まちづくり本部万博プロジェクト推進室長

－

【ご参考】
　当社社外役員独立性基準につきましては、当社ウェブサイト（「コーポレート・ガバナンスに関する
報告書」）をご参照ください。
　URL：https://www.westjr.co.jp/company/action/governancepdf/report.pdf
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者番号 1

再 任

は

長
せ

谷
が わ

川
 

　
か ず

一
 

　
あ き

明
（1957年５月１日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1981年 4月 日本国有鉄道入社
2001年10月 当社鉄道本部営業本部マネジャー
2003年 6月 当社神戸支社次長
2005年 6月 当社総合企画本部担当部長
2006年 6月 当社総合企画本部次長
2008年 6月 当社執行役員岡山支社長
2012年 6月 当社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長
2016年 6月 当社代表取締役副社長兼執行役員創造本部長
2019年12月 当社代表取締役社長兼執行役員
2025年 6月 当社代表取締役会長 （現任）
〈重要な兼職の状況〉

　・一般社団法人関西経済同友会　代表幹事 　

38,300株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

取締役候補者とした理由
長谷川一明氏は、当社企画総務部門を中心に、営業部門や、生活サービス分野に関わる部門など
の経験を豊富に有し、当社グループの業務全般に精通した人材であります。2019年12月より当
社代表取締役社長として、企業価値向上、安全性向上に向けた施策を先頭に立って推進するとと
もに、取締役会議長として取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化などコーポレート・ガバ
ナンスの向上に取り組んでまいりました。「JR西日本グループ中期経営計画2030」の取り組み
を推進し、JR西日本グループの持続的な発展を目指すにあたり、同氏の客観的判断能力、先見
性、実現力は、当社の経営を担うに相応しいものであり、当社取締役として適任であると考えて
おります。

候補者番号 2

再 任

独 立 役 員
社外取締役候補者

の

野
 

　
ざ き

崎
 

　
は る

治
 

　
こ

子
（1955年６月19日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1978年 4月 株式会社ホリバコミュニティ入社
1980年 3月 株式会社堀場製作所入社
2001年 4月 同社人事教育部長
2008年 1月 同社管理本部人事担当副本部長
2014年 4月 同社ジュニアコーポレートオフィサー
2015年 7月 堀場製作所健康保険組合理事長
2020年 6月 当社取締役 （現任）
2022年 4月 京都大学理事 （現任）
2022年 6月 積水化学工業株式会社社外取締役 （現任）
〈重要な兼職の状況〉
・京都大学　理事
・積水化学工業株式会社　社外取締役

　

4,900株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
野崎治子氏は、株式会社堀場製作所における人事、教育に関する長年の経験のほか、女性活躍、
ダイバーシティ推進、次世代育成といった諸課題等に関する豊富な経験と高い見識に加え、公益
社団法人や国立大学法人京都大学での理事、積水化学工業株式会社の社外取締役といった幅広い
経験に基づき、独立した立場から当社の経営に対し助言をいただくことを期待しております。
これまでも同様の助言をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者番号 3

再 任

独 立 役 員
社外取締役候補者

い い

飯
 

　
の

野
 

　
け ん

健
 

　
じ

司
（1955年１月３日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1978年 4月 三井不動産株式会社入社
2004年 4月 同社ビルディング本部ビルディング営業一部長
2007年 4月 同社執行役員人事部長
2009年 4月 同社常務執行役員人事部長
2011年 6月 同社常務取締役常務執行役員
2016年 4月 同社取締役
2016年 6月 同社常任監査役
2020年 6月 同社顧問
2020年 6月 三井不動産リアルティ株式会社常任監査役
2022年 6月 当社取締役 （現任）
〈重要な兼職の状況〉
・日本ビルファンド投資法人　執行役員

　

1,500株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
飯野健司氏は、三井不動産株式会社において常務取締役常務執行役員、常任監査役等、2020年
６月以降は三井不動産リアルティ株式会社において常任監査役を歴任されました。不動産事業全
般に対する見識はもとより、経営者としての専門知識や高い見識に基づき、独立した立場から当
社の経営に対し助言をいただくことを期待しております。これまでも同様の助言をいただいてお
り、社外取締役として適任であると考えております。

候補者番号 4

再 任

独 立 役 員
社外取締役候補者

み や

宮
 

　
べ

部
 

　
よ し

義
 

　
ゆ き

幸
（1957年12月５日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1983年 4月 松下電器産業株式会社（現パナソニック ホールディング
ス株式会社）入社

2003年 1月 同社R&D企画室長
2008年 4月 同社役員
2011年 6月 同社常務取締役技術担当
2013年 4月 同社常務取締役AVCﾈｯﾄﾜｰｸｽ社社長
2014年 4月 同社代表取締役専務
2017年 6月 同社専務執行役員ＣＴＯ、ＣＭＯ
2021年 4月 同社専務執行役員東京代表
2022年 6月 同社取締役副社長執行役員
2022年 6月 当社取締役 （現任）
2025年 4月 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役（2025年６月退任）

　

1,500株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
宮部義幸氏は、現在のパナソニック ホールディングス株式会社において常務取締役、代表取締役
専務、専務執行役員、取締役副社長執行役員等を歴任されたほか、一般社団法人関西経済同友会
代表幹事等を経験されるなど、安全性や品質、生産性向上に資する先進技術に対する見識はもと
より、経営者としての専門知識や高い見識に基づき、独立した立場から当社の経営に対し助言を
いただくことを期待しております。これまでも同様の助言をいただいており、社外取締役として
適任であると考えております。

7
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者番号 5

再 任
独 立 役 員

社外取締役候補者

か な

金
 

　
い

井
 

　
 

　
 

　
ゆたか

豊
（1954年10月19日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1977年 4月 北陸電力株式会社入社
2007年 6月 同社執行役員原子力部長
2010年 6月 同社常務取締役
2012年 6月 同社常務取締役原子力本部副本部長
2013年 6月 同社代表取締役副社長

地域共生本部長　原子力本部長
2015年 6月 同社代表取締役社長　社長執行役員
2021年 6月 同社代表取締役会長 （現任）
2025年 6月 当社取締役 （現任）
〈重要な兼職の状況〉
・北陸電力株式会社　代表取締役会長
・北陸経済連合会　会長
・一般社団法人世界原子力発電事業者協会東京センター　議長
・一般財団法人北陸産業活性化センター　会長
・とやま医療健康システム株式会社　代表取締役社長　

0株

取締役会の
出席状況

11／11回
（100％）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
金井豊氏は、北陸電力株式会社において代表取締役社長等を歴任され、現在は同社の代表取締役
会長、北陸経済連合会会長等に就任されています。経営者としての高い見識はもとより、安全性
や品質、生産性向上に資する豊富な経験を有しております。加えて、一般財団法人北陸産業活性
化センター会長、北陸先端科学技術大学院大学経営協議会委員を務めるなど、イノベーションに
関わる知見も有しており、独立した立場から当社の経営に対し助言をいただくことを期待してお
ります。これまでも同様の助言をいただいており、社外取締役として適任であると考えておりま
す。

候補者番号 6

再 任

く ら

倉
 

　
さ か

坂
 

　
しょう

昇
 

　
じ

治
（1962年６月７日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1985年 4月 日本国有鉄道入社
2008年 6月 当社人事部担当部長
2009年 6月 当社執行役員人事部長
2012年 6月 当社執行役員近畿統括本部副本部長、

近畿統括本部大阪支社長
2014年 6月 当社執行役員広報部長
2016年 6月 当社常務執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長
2018年 6月 当社取締役兼常務執行役員

福知山線列車事故ご被害者対応本部長、総務部長
2019年 6月 当社取締役兼専務執行役員総務部長
2020年 6月 当社取締役兼専務執行役員総合企画本部長
2021年 6月 当社代表取締役副社長兼執行役員総合企画本部長
2025年 6月 当社代表取締役社長兼執行役員　　　　　　　（現任） 　

34,800株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

取締役候補者とした理由
倉坂昇治氏は、当社企画総務部門を中心に活躍しながら、営業部門、支社組織運営の経験も有し、当社
グループの業務全般に精通した人材であります。2025年６月より当社代表取締役社長として、企業価値
向上、安全性向上に向けた施策に先頭に立って取り組んでまいりました。「JR西日本グループ中期経営
計画2030」及び「JR西日本グループ鉄道安全考動計画2027」の取り組みを推進し、JR西日本グループ
の持続的な発展を目指すにあたり、同氏の客観的判断能力、先見性、実現力は、当社の経営を担うに相
応しいものであり、当社取締役として適任であると考えております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者番号 7

再 任

いの

井
 

　
う え

上
 

　
 

　
 

　
あきら

啓
（1965年２月16日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1989年 4月 当社入社
1999年 6月 当社京都支社草津電気区長
2003年 6月 当社神戸支社電気課長
2005年 7月 当社鉄道本部電気部マネジャー
2008年 7月 当社大阪電気工事事務所次長
2010年 6月 当社米子支社次長
2012年 6月 西日本電気システム株式会社（現JR西日本電気システム株式会社）取締役
2013年 6月 当社鉄道本部電気部担当部長
2014年 6月 当社大阪電気工事事務所次長
2015年 6月 当社大阪電気工事事務所長
2017年 7月 西日本電気テック株式会社(現JR西日本電気テック株式会社)常務取締役
2018年12月 西日本電気システム株式会社（現JR西日本電気システム株式会社）代表取締役社長
2024年 6月 当社代表取締役副社長兼執行役員、

鉄道本部長、鉄道カンパニー長　　　　　　　  （現任）　

10,100株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

取締役候補者とした理由
井上啓氏は、技術部門において長く活躍しながら、支社組織運営やグループ会社経営の経験も豊
富に有し、当社グループの鉄道事業全般に精通した人材であります。現在は、将来にわたる鉄道
の安全の実現に向け、先頭に立って取り組んでおります。「JR西日本グループ中期経営計画
2030」及び「JR西日本グループ鉄道安全考動計画2027」の取り組みを推進し、JR西日本グルー
プの持続的な発展を目指すにあたり、同氏の客観的判断能力、先見性、実現力は、当社の経営を
担うに相応しいものであり、当社取締役として適任であると考えております。

候補者番号 8

再 任

お く

奥
 

　
だ

田
 

　
ひ で

英
 

　
お

雄
（1968年５月７日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1992年 4月 当社入社
2012年 6月 当社近畿統括本部企画課担当課長
2014年 7月 当社総合企画本部課長
2016年 6月 当社総合企画本部グループ経営推進室長
2016年12月 株式会社JR西日本イノベーションズ代表取締役社長
2018年 2月 当社総合企画本部担当部長
2020年11月 当社執行役員デジタルソリューション本部副本部長
2022年 6月 当社取締役兼執行役員デジタルソリューション本部長
2025年 6月 当社取締役兼専務執行役員マーケティング本部長、

デジタルソリューション本部長　　　　　　　　　　（現任）　

11,900株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

取締役候補者とした理由
奥田英雄氏は、当社企画部門、生活サービス分野に関わる部門を中心に活躍し、グループ会社経
営経験を有するほか、グループ経営体制の強化に携わるなど、当社グループの業務全般に精通し
た人材であります。現在は、策定に携わった「JR西日本グループデジタル戦略」を推進し、デジ
タル技術による新たな価値の創造及びグループ全体での業務変革に先頭に立って取り組んでおり
ます。「JR西日本グループ中期経営計画2030」の取り組みを推進し、JR西日本グループの持続
的な発展を目指すにあたり、同氏の客観的判断能力、先見性、実現力は、当社の経営を担うに相
応しいものであり、当社取締役として適任であると考えております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者番号 9

再 任

うめ

梅
 

　
た に

谷
 

　
や す

泰
 

　
お

郎
（1967年７月18日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1990年 4月 当社入社
2000年 7月 当社大阪支社天王寺車掌区長
2002年 7月 当社人事部担当マネジャー
2008年 7月 当社大阪支社人事課長
2009年12月 当社神戸支社次長
2011年 7月 当社人事部担当部長
2013年 7月 株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット代表取締役社長
2017年 6月 当社執行役員米子支社長、山陰地域振興本部長
2019年 6月 当社執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部副本部長
2025年 6月 当社取締役兼専務執行役員経営戦略本部長　（現任）　

12,300株

取締役会の
出席状況

11／11回
（100％）

取締役候補者とした理由
梅谷泰郎氏は、当社企画総務部門を中心に、グループ会社経営、支社組織運営において活躍し、
当社グループの業務全般に精通した人材であります。グループ会社での経営改善や、自治体等と
の円滑な関係構築などに加え、「JR西日本グループ中期経営計画2030」の策定にあたっても手
腕を発揮してまいりました。「JR西日本グループ中期経営計画2030」の取り組みを推進し、JR
西日本グループの持続的な発展を目指すにあたり、同氏の客観的判断能力、先見性、実現力は、
当社の経営を担うに相応しいものであり、当社取締役として適任であると考えております。

候補者番号 10

再 任

うるし

漆
 

　
は ら

原
 

　
 

　
 

　
たけし

健
（1969年12月９日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1992年 4月 当社入社
2003年 6月 当社大阪支社大阪西車掌所長
2009年 7月 当社京都支社輸送課長
2011年 7月 当社鉄道本部運輸部運転士課担当課長
2014年 6月 当社鉄道本部運輸部企画課長
2016年 6月 当社近畿統括本部大阪支社副支社長
2017年 7月 当社近畿統括本部次長
2019年 2月 当社執行役員福知山支社長
2021年 6月 当社理事金沢支社長
2024年 6月 当社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、

鉄道本部安全推進部長、鉄道本部安全研究所長　（現任）　

12,500株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

取締役候補者とした理由
漆原健氏は、当社鉄道部門を中心に長く活躍しながら、支社組織運営の経験も豊富に有し、運輸
部門を中心に当社鉄道事業全般に精通した人材であります。現在は、将来にわたる鉄道の安全の
実現に向け、先頭に立って取り組んでおります。「JR西日本グループ鉄道安全考動計画2027」
を着実に推進するとともに、安全性のさらなる向上をはじめとする当社の経営課題を解決し、JR
西日本グループの持続的な発展を目指すにあたり、同氏の客観的判断能力、先見性、実現力は、
当社の経営を担うに相応しいものであり、当社取締役として適任であると考えております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者番号 11

新 任

たけ

武
 

　
いち

市
 

　
のぶ

信
 

　
ひこ

彦
（1966年５月23日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1989年 4月 当社入社
2003年 6月 当社大阪建設工事事務所神戸工事所長
2008年 6月 当社総合企画本部担当マネジャー
2010年 7月 当社大阪工事事務所総務企画課長
2011年 6月 当社大阪工事事務所次長
2015年 6月 当社総合企画本部担当部長
2017年 6月 当社執行役員東京本部副本部長
2020年 6月 当社執行役員総合企画本部副本部長
2024年 6月 当社常務執行役員地域まちづくり本部副本部長、

地域まちづくり本部万博プロジェクト推進室長 (現任）　

8,000株

取締役会の
出席状況

－

取締役候補者とした理由
武市信彦氏は、当社企画部門やまちづくりの分野における経験を中心に、地方機関の組織運営経
験も有しております。国、自治体等との円滑な関係構築を基盤に、整備新幹線、都市鉄道新線及
び大阪・関西万博等に関連した主要プロジェクトの推進に手腕を発揮してまいりました。現在
は、地域共生企業としての企業価値向上に向け、地域と一体となったまちづくりを推進しており
ます。「JR西日本グループ中期経営計画2030」の取り組みを推進し、JR西日本グループの持続
的な発展を目指すにあたり、同氏の客観的判断能力、先見性、実現力は、当社の経営を担うに相
応しいものであり、当社取締役として適任であると考えております。

（注）１. 候補者金井豊氏は、北陸電力株式会社代表取締役会長であり、当社は同社と取引関係にあります。
　　　　　その他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 候補者野崎治子、飯野健司、宮部義幸及び金井豊の４氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役
候補者であります。また、各候補者は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会
終結の時をもって、それぞれ６年、４年、４年及び１年であります。

３. 候補者野崎治子、飯野健司、宮部義幸及び金井豊の４氏は、当社の「社外役員独立性基準」及び株式会社東京証券取
引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社は同取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。

　　なお、候補者野崎治子氏は、国立大学法人京都大学の理事に就任しており、同法人は当社の寄付先及び取引先です
が、直前３事業年度における同法人への寄付額その他取引額は、いずれも同法人の年間総収入（経常収益）及び当社
の連結売上高の１％未満であり、当社の「社外役員独立性基準」に照らして同氏の社外取締役としての独立性は十分
確保されているものと考えております。
また、候補者金井豊氏は、北陸電力株式会社代表取締役会長に就任しており、同社と当社との間には電力供給の取引
がありますが、直前３事業年度における同社との取引額は、同社及び当社の連結売上高の１％未満であり、当社の
「社外役員独立性基準」に照らして同氏の社外取締役としての独立性は十分確保されているものと考えております。

４. 当社は、社外取締役候補者である野崎治子、飯野健司、宮部義幸及び金井豊の４氏との間で、会社法第423条第１項
の責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しており、各氏の再選が承認された場合、当社は、各氏との間で上
記契約を継続する予定であります。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険
契約により、当社取締役を含む被保険者が業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合において、
被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等を填補することとしております。本議案が承認可決された
場合、上記の各候補者は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容
での更新を予定しております。
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監査等委員である取締役４名選任の件

第４号議案

候補者
番　号 氏　名 当社における地位

2025年度
取締役会

の出席状況

1 再 任
　

お
小

 

　
ぐら
倉

 

　
ま
真

 

　
き
樹

独 立 役 員
　社外取締役候補者　　

社外取締役監査等委員（常勤）
監査等委員会委員長

15／15回
（100％）

２ 再 任
　

た
多

 

　
だ
田

 

　
ま
真

き
規

こ
子 取締役監査等委員（常勤） 15／15回

（100％）

3 再 任
　

はざ
狹

 

　
ま
間

 

　
え
惠

み
三

こ
子

独 立 役 員
　社外取締役候補者　　

社外取締役監査等委員 15／15回
（100％）

4 再 任
　  

ご
後

 

　
とう
藤

 

　
けん
研  

りょう
了

独 立 役 員
　社外取締役候補者　　

社外取締役監査等委員 15／15回
（100％）

候補者番号 1

再 任

独 立 役 員
社外取締役候補者

お

小
 

　
ぐら

倉
 

　
ま

真
 

　
き

樹
（1957年２月26日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1982年 4月 日本国有鉄道入社
1987年 4月 当社総合企画本部経営管理室勤務
1988年 2月 当社退職
1990年 4月 弁護士登録
2004年 6月 法務省大臣官房司法法制部司法法制課法務専門職
2007

2009
2011
2014
2017

年

年
年
年
年

4

4
4
4
4

月

月
月
月
月

裁判官任官、
大阪高等裁判所判事
大阪地方裁判所判事
盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所判事
神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所尼崎支部判事
大阪高等裁判所判事

2019年 4月 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所岸和田支部判事
2020年 6月 当社監査役
2022年 6月 当社取締役監査等委員 （現任）

　

0株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
小倉真樹氏は、裁判官を長年務められるとともに、弁護士や法務行政も含めた幅広い経験を有し
ております。法令やガバナンスに関する専門知識や高い見識に基づき、独立した立場から当社の
経営に対し助言をいただくことを期待しております。これまでも監査等を通じたガバナンスの強
化に尽力いただいており、監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。

監査等委員である取締役４名選任の件
　監査等委員である取締役全員４名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　監査等委員である取締役候補者につきましては、指名の客観性、公正性及び信頼性を確保するため、
社外取締役が過半数を占める人事報酬諮問委員会における審議を経て取締役会で決定しております。
　また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役４名選任の件

候補者番号 2

再 任

た

多
 

　
だ

田
 

　
ま

真
き

規
こ

子
（1965年３月８日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1989年 4月 当社入社
1999年 6月 当社開発事業本部サブリーダー
2001年10月 当社総合企画本部IT推進室担当マネジャー
2007年 7月 当社鉄道本部営業本部マネジャー
2012年 6月 当社鉄道本部営業本部CS推進部長
2015年 6月 当社執行役員鉄道本部CS推進部長
2018年 6月 当社執行役員近畿統括本部副本部長、近畿統括本部神戸支社長
2021年 6月 当社理事総合企画本部地域共生部長
2023年 6月 当社取締役監査等委員 （現任）

　

9,200株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

監査等委員である取締役候補者とした理由
多田真規子氏は、当社技術部門における経験に加え、営業部門やCSの推進における豊富な経験を
有するとともに、支社組織運営を通じた安全マネジメントも経験するなど、当社事業全般に精通
した人材であります。現在は監査等委員である取締役として、業務執行の適正な監査やガバナン
スの強化に尽力しております。「JR西日本グループ中期経営計画2030」の取り組みを推進し、
社会的信頼に応える良質なガバナンスを確立するにあたり、同氏の客観的判断能力、先見性、実
現力は、当社の経営を担うに相応しいものであり、監査等委員である取締役として適任であると
考えております。

候補者番号 3

再 任

独 立 役 員
社外取締役候補者

は ざ

狹
 

　
ま

間
 

　
え

惠
み

三
こ

子
（1960年１月６日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1982
2002
2005

年
年
年

4
4
3

月
月
月

サントリー株式会社入社
同社不易流行研究所課長
同社次世代研究所課長

2008年 4月 同社大阪秘書室課長
2008年 4月 財団法人大阪観光コンベンション協会情報発信担当部長
2012年 4月 堺市副市長
2019年 4月 立命館大学衣笠総合研究機構教授（招聘研究教員）
2020年 4月 大阪商業大学公共学部教授 （現任）
2020年 5月 ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会代表理事（現任）
2020年 6月 当社監査役
2022年 6月 当社取締役監査等委員 （現任）
〈重要な兼職の状況〉
・大阪商業大学公共学部　教授
・ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会　代表理事

　

4,700株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
狹間惠三子氏は、長年の地域活性化と文化に関する研究や行政における豊富な経験を有しておりま
す。地域活性化やガバナンスに関する専門知識や高い見識に基づき、独立した立場から当社の経営に
対し助言をいただくことを期待しております。これまでも監査等を通じたガバナンスの強化に尽力い
ただいており、監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。
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監査等委員である取締役４名選任の件

候補者番号 4

再 任

独 立 役 員
社外取締役候補者

ご

後
 

　
とう

藤
 

　
けん

研
 

　
りょう

了
（1958年２月18日生）

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の
株式の数

1981年 9月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1984年 3月 公認会計士登録
2005年 5月 同監査法人代表社員（現パートナー）
2010年 8月 同監査法人理事大阪事務所第３事業部長
2015年 7月 同監査法人専務理事大阪事務所長
2020年 6月 同監査法人退職
2020年 7月 後藤研了公認会計士事務所開設 （現任）
2021年 6月 東和薬品株式会社社外取締役(監査等委員) （現任）
2022年 6月 当社取締役監査等委員 （現任）
2024年 1月 株式会社ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ社外監査役 （現任）
〈重要な兼職の状況〉
・後藤研了公認会計士事務所　公認会計士
・東和薬品株式会社　社外取締役（監査等委員）
・株式会社ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　社外監査役

　

1,500株

取締役会の
出席状況

15／15回
（100％）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
後藤研了氏は、公認会計士を長年務められるとともに、監査法人の代表社員や専務理事を歴任さ
れ、東和薬品株式会社の社外取締役（監査等委員）等に就任されております。財務・会計に関す
る専門知識や高い見識、豊富な監査経験に基づき、独立した立場から当社の経営に対し助言をい
ただくことを期待しております。これまでも監査等を通じたガバナンスの強化に尽力いただいて
おり、監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
         ２．候補者小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の３氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者

であります。また、各候補者は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の
時をもって、それぞれ４年であります。なお、候補者小倉真樹氏及び狹間惠三子氏の当社社外監査役としての在任期
間はそれぞれ２年であります。

         ３．候補者小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の３氏は、当社の「社外役員独立性基準」及び株式会社東京証券取引所が
定める独立役員の要件を満たしており、当社は同取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。なお、
候補者小倉真樹氏は、過去に当社の業務執行者でありましたが、業務執行者でなくなった後（1988年２月退職後）相
当の年数が経過しており、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

         ４．候補者小倉真樹氏は、2020年６月に当社の子会社である株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット及び
JR西日本不動産開発株式会社の監査役に、2025年６月に当社の関連会社である広成建設株式会社の監査役にそれぞ
れ就任しております。

         ５．候補者小倉真樹及び狹間惠三子の２氏は､社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが､
上記「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」に記載のとおり､社外取締役として
の職務を適切に遂行することができると判断しております。

         ６．候補者小倉真樹､狹間惠三子及び後藤研了の３氏との間で会社法第423条第１項の責任を法令が規定する額に限定する
         ５．契約を締結しており、各氏の再選が承認された場合、当社は、各氏との間で上記契約を継続する予定であります。
         ７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険

契約により、当社取締役を含む被保険者が業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合において、
被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等を填補することとしております。本議案が承認可決された
場合、上記の各候補者は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容
での更新を予定しております。
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スキル・マトリックス

氏名 当社における役位
【予定】

特に発揮を期待するスキル（下段は主な構成要素）
企業経営 ガバナンス 人財戦略・

ダイバーシティ 安全・品質 CS・
マーケティング

イノベーション・
地球環境 まちづくり 地域共生

経営戦略
組織開発
財務戦略・Ｍ＆Ａ

法務
リスクマネジメント
人権

人財育成
Ｄ＆Ｉ推進
ワークエンゲージメント
向上

安全管理
品質マネジメント 顧客価値の創造

新たな事業領域への展開
ブランド価値

DX・先進技術
鉄道技術、生産性向上
脱炭素社会の推進

不動産開発
鉄道ネットワークの
利便性向上
まちの魅力向上

観光・産業振興
地域文化の発展
持続可能な交通体系

長谷川一明 代表取締役
（取締役会議長） ● ● ●

野崎　治子 取締役
（独立社外） ● ● ●

飯野　健司 取締役
（独立社外） ● ● ●

宮部　義幸 取締役
（独立社外） ● ● ●

金井　　豊 取締役
（独立社外） ● ● ●

倉坂　昇治 代表取締役 ● ● ●

井上　　啓 代表取締役 ● ● ●

武市　信彦 代表取締役 ● ● ●

奥田　英雄 取締役 ● ● ●

梅谷　泰郎 取締役 ● ● ●

漆原　　健 取締役 ● ● ●

小倉　真樹
常勤監査等委員取締役

（独立社外）
(監査等委員会委員長)

● ●

多田真規子 常勤監査等委員取締役 ● ● ●

狹間惠三子 監査等委員取締役
（独立社外） ● ● ●

後藤　研了 監査等委員取締役
（独立社外） ● ●

【ご参考】 取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を含む。）の有する知識・経験・能力等
　　　　　（スキル・マトリックス）
　「JR西日本グループ中期経営計画2030」における５つの重点戦略「安全、良質でサステナブルなモビリティへの変革」、「まち・地域の持続
性・魅力向上」、「共創による顧客体験価値向上」、「インバウンド需要の取り込み」、「更なる成長に向けた領域拡大・事業創出」の実現に向
けて、取締役会が適時、適切な意思決定を行い、かつ実効性の高い監視、監督機能を発揮すべく、現時点での取締役会にとって重要と考えるスキ
ル（知識・経験・能力等）を①企業経営、②ガバナンス、③人財戦略・ダイバーシティ、④安全・品質、⑤ＣＳ・マーケティング、⑥イノベーシ
ョン・地球環境、⑦まちづくり、⑧地域共生の８つと定義しております。なお、ＥＳＧに関するスキルは、その構成要素が８つのスキル個々に含
まれるものであり、役員全員がそれぞれのスキルを発揮するうえで備えるべきものと考えております。
　上記８つのスキルについて、各取締役候補者が現在有し、特に発揮をすることが期待されるスキル一覧は下表のとおりです。

（注）１． 各人の有するスキルのうち、取締役構成に鑑みて、特に発揮を期待するもの最大３つに「●」印をつけております。
　　　２． 上記一覧表は、各人の有するすべての知識・経験・能力等を表すものではありません。
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定款一部変更の件（沿線自治体との連携）

第５号議案

○取締役会の意見
　当社取締役会としましては、本議案に反対いたします。
　沿線自治体の皆様との対話や協議の進め方は、地域ごとの実情等を勘案して判断すべき個別の業
務執行に属する事項であり、会社の目的・組織・運営に関する根本規範である定款に定めることは
適切ではないと考えます。
　もとより、沿線地域の皆様は重要なステークホルダーであり、様々な機会を捉えて対話を重ね、
相互に協力・連携してまいりました。
　一方で、当社の経営にあたっては、株主、お客様、社員等、他のステークホルダーとも協調して
全体最適の観点から企業価値向上を目指す必要があり、今回のご提案は、当社の柔軟で機動的な経
営の幅を狭めるものと考えます。
　当社は「JR西日本グループ中期経営計画2030」において「自治体・地域のプレイヤーとの共創
を通じ、まち・地域が持つ魅力を磨き上げ、持続性を高める」ことを掲げており、引き続き持続可
能で活力ある未来づくりに貢献してまいります。

＜株主提案（第５号議案及び第６号議案）＞

第５号議案及び第６号議案は、株主提案によるものであります。
提案を受けた議案の要領及び提案の理由は原文のまま記載しております。

定款一部変更の件（沿線自治体との連携）

◇議案の要領
　本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。

第７章　沿線地域との共創
（沿線自治体との連携）
第３４条　本会社は、持続可能な地域社会の実現に向けて、沿線自治体との間に「地域交通共創会議」
等の定期的な協議の場を設け、地域の声を経営に反映させるとともに、地域と協調した事業運営を行
う。

◇提案の理由
　高い公益性を有する本会社は、地域社会を支える不可欠なパートナーである。当市は本会社を強く応
援しており、共に地域を盛り上げ、相互の発展を目指していきたいと考えている。
　ついては、本会社と沿線自治体が膝を突き合わせ、地域の課題や未来に向けた前向きな協力体制を作
るための「地域交通共創会議」のような協議の場を設置していただきたい。
　よって、本会社が地域の声に耳を傾け、地域との共創を進める姿勢を経営の根幹として明確にするた
め、定款に本条文を新設するものである。
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定款一部変更の件（持続可能な交通網の構築）

第６号議案

○取締役会の意見
　当社取締役会としましては、本議案に反対いたします。
　交通インフラの整備の方策は、地域のまちづくり計画や移動ニーズ等、地域ごとの事情を基に判
断すべき個別の業務執行に属する事項であり、会社の目的・組織・運営に関する根本規範である定
款に定めることは適切ではないと考えます。
　提案の理由にご記載の北陸新幹線は全国新幹線鉄道整備法に基づき整備され、延伸ルートについ
ては、国民経済の発展や沿線地域振興に資することを念頭に、国が決定するものです。
　営業主体である当社としましては、国家的プロジェクトとして1日も早い全線開業を期待し、沿
線のお客様の利便性等も踏まえ、国等に対して意見表明を行っております。
　今後も引き続き国等の検討の推移を見守りつつ、適切な対応を行ってまいります。

定款一部変更の件（持続可能な交通網の構築）

◇議案の要領
　本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。

第８章　持続可能な交通網の構築と地域発展への寄与

（持続可能な交通網の構築）
第３5条　本会社は、大規模交通インフラの整備にあたっては、工事費用の高止まりや工期の長期化を
避けるため、より早期かつ安価に実現できる方策を追求し、持続可能な交通網の構築に努める。

◇提案の理由
　現在計画されている北陸新幹線のルート（小浜・京都ルート等）については、工期の著しい長期化お
よび工事費用の異常な高止まりが強く懸念されている。このような大規模事業の遅滞や過大なコスト
は、当市を含む沿線地域のみならず関西全体の発展を著しく停滞させるものであり、将来世代に過度な
負担を残す恐れがある。
　当市としては、この現状に対して極めて強い危機感を抱いている。真に地域経済の活性化に資する新
幹線を整備するためには、現状の計画に固執することなく、より早く、より安価に実現できる現実的な
方策を徹底的に検討・追求すべきである。
　よって、本会社が早期かつ安価なインフラ整備を進める姿勢を経営の根幹として明確にするため、定
款に本条文を新設するものである。

以上
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事業の経過及び成果１

〈株主総会招集通知添付書類〉 本事業報告に記載しておりますグラフ、写真等は、ご参考情報です。

事 業 報 告 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）

1．企業集団の現況に関する事項

（１）事業の経過及び成果
①全般の状況

1 兆8,458 億円

営業収益

（前期比8.1％増）

1,980 億円

営業利益

（前期比9.9％増）

1,836 億円

経常利益

（前期比10.9％増）
1,274 億円

親会社株主に帰属する
当期純利益

（前期比11.9％増）

　

営業収益
１兆8,458億円

モビリティ業

59.9％
流通業

12.6％

不動産業

15.5％ 旅行・地域ソリューション業

10.3％
その他

1.8％

セグメント別構成比

　当連結会計年度においては、大阪・関西万博に伴うご利用、インバウンドのお客様のご利用等が堅調
に推移する一方で、労働力不足やインフレ等、当社グループの経営に重大な影響を及ぼす環境の変化が
より顕在化してきました。
　このような事業環境の中で、当社グループは、2024年４月にアップデートを行った「JR西日本グル
ープ中期経営計画2025」（以下、「中期経営計画2025」）のもと、「私たちの志」「JR西日本グル
ープ長期ビジョン2032」（以下、「長期ビジョン」）の実現に向けて、大阪駅や広島駅周辺のまちづ
くりプロジェクトの開業効果最大化、総合インフラマネジメント事業「JCLaaS」の推進、新決済サー
ビス「Wesmo！」を通じたWESTERワールドの拡大等、リアルとデジタルの双方で、人・まち・社会
のつながりの進化に取り組みました。
　また、鉄道運行への再生可能エネルギー由来電力の導入を引き続き進めるとともに、国内で初めて次
世代バイオディーゼル燃料を100％使用したディーゼル車両による営業列車の運行を開始するなど、地
球環境保護の取り組みを推進しました。
　その結果、営業収益は前期比8.1％増の１兆8,458億円、営業利益は同9.9％増の1,980億円、経常利
益は同10.9％増の1,836億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同11.9％増の1,274億円となりま
した。
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事業の経過及び成果１

モビリティ業 営業収益 1 兆1,056 億円
（前期比5.6％増）

営業利益 1,309 億円
（前期比6.9％増）

②セグメント別の状況

　当社グループは、2005年４月25日に福知山線列車事故を発生させたことを踏まえ、引き続き、被害
に遭われた方々へ真摯に対応してまいります。昨年12月には、「福知山線列車事故 車両保存施設」を
整備しました。また、2023年４月にスタートした「JR西日本グループ鉄道安全考動計画2027」（以
下、「安全考動計画2027」）に基づき、「お客様を想い、ご期待にお応えする」ことを強く意識して
安全性の向上に取り組むよう、安全に対する向きあい方を深め、組織風土として醸成すること等に取り
組んでいます。
　当連結会計年度においても、ホーム柵の整備を引き続き進めるとともに、お客様の転落を検知し乗務
員や駅係員に知らせるホーム安全スクリーンや、ホームと車両の段差・隙間対策等、ホームの安全対策
を進めました。具体的な例としては、京都駅、神戸駅、天王寺駅等の一部ホームでホーム柵の使用を、
草津駅等でホーム安全スクリーンの使用を開始しました。また、岡山駅、広島駅の新幹線ホーム等でホ
ームと車両の段差や隙間を縮小する整備を実施しました。
　自然災害への対策としては、斜面防災対策や降雨時運転規制へのレーダー雨量活用をはじめとした豪
雨対策を引き続き実施しました。山陽新幹線における地震対策については、耐震補強対策及び逸脱防止
対策を全線に拡大すべく、主要な対策は2027年度末までの完了をめざし、着実に整備を進めました。
在来線における建物・高架橋等の耐震補強等についても、計画に基づき着実に整備を進めました。
　鉄道事業の持続的進化に向けては、機会を捉えた需要創出や価値創造、デジタルを活用した新たな価
値提供の取り組みを推進するとともに、鉄道DXによる業務プロセスの変革等、鉄道事業の持続的な運
営に向けた安全性向上・生産性向上に取り組みました。
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事業の経過及び成果１

特急「まほろば」 SUWALOCA（すわろか） 「動け、好奇心。」キャンペーン

・大阪・関西万博を契機とした需要喚起の取り組み（大阪デスティネーションキャンペーン（４月～
６月）、「プラスワントリップ」（４月～10月））、アクセス輸送の整備（「エキスポライナ
ー」の設定（～10月）、会場シャトルバスの運行（４月～10月））

・地域の魅力発信、沿線誘客を目的とした車両リニューアル、記念施策（特急「まほろば」安寧編成
（４月～）・同悠久編成（10月～）、特急「くろしお」60周年記念ラッピング列車（７月～））

・QRチケットサービスを活用したインバウンド向け周遊乗車券「WEST QR 関西エリアパス」等の
発売（４月～）

・有料着席サービスのさらなる展開（「うれしート」の拡大（10月、３月）、有料着席サービスの
統一ブランド「SUWALOCA（すわろか）」の立ち上げ（２月））

・新幹線予約サービス「LINEからEX」の提供開始（10月～）
・コト消費を訴求した旅行プロモーションの展開（「動け、好奇心。」キャンペーン（10月～）

等）
・光ファイバセンシング技術の鉄道分野への応用（通信用光ファイバを振動センサーとして列車位置

検知や設備異常検知等に活用）に向けたNTT西日本㈱との共同検証開始（11月）
・山陽本線姫路～英賀保駅間に手柄山平和公園駅開業（３月）

　モビリティ業セグメントでは、大阪・関西万博やインバウンドに加え、万博後も国内需要が堅調であ
ったこと等により、営業収益は前期比5.6％増の１兆1,056億円、営業利益は同6.9％増の1,309億円と
なりました。
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事業の経過及び成果２

流通業 営業収益 2,326 億円
（前期比11.7％増）

営業利益 162 億円
（前期比17.6％増）

©Expo 2025
大阪・関西万博オフィシャルストア

　流通業セグメントでは、大阪・関西万博オフィシャルストアの出店やコラボレーション商品の開発の
ほか、外部との提携店舗の拡充や、地域商品作り等、将来に向けた成長の基盤づくりの取り組みを推進
しました。
　また、流通業セグメントに区分される宿泊特化型ホテル「ヴィアイン」については、ヴィアイン品川
大井町の客室内装リニューアルを実施し、競争力の向上に努めました。
　流通業セグメントでは、大阪・関西万博関連事業や駅構内店舗、「ヴィアイン」のご利用が好調であ
ったこと等により、営業収益は前期比11.7％増の2,326億円、営業利益は同17.6％増の162億円とな
りました。
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事業の経過及び成果２

不動産業 営業収益 2,857 億円
（前期比22.8％増）

営業利益 463 億円
（前期比19.1％増）

広島駅周辺のまちづくり うめきたグリーンプレイス

旅行・地域ソリューション業 営業収益 1,892 億円
（前期比0.2％増）

営業利益 5 億円
（前期比53.3％減）

　不動産業セグメントでは、大阪駅や広島駅周辺のまちづくりプロジェクトの開業効果最大化等、
「駅・まち」の魅力を高める取り組みを推進しました。
　ショッピングセンター運営業では、「北千里グリーンプレイス」を７月に開業するとともに、昨年度
開業した「うめきたグリーンプレイス」、広島駅「minamoa」等の安定した事業運営に取り組みまし
た。
　ホテル業では、大阪・関西万博やインバウンドの需要を着実に取り込むとともに、さらなる事業成長
をめざしてホテル運営会社の再編を実施しました。
　不動産販売・賃貸業では、国内での事業推進に加え、米国テキサス州ヒューストン、豪州シドニーで
の集合賃貸住宅の開発等に取り組みました。
　不動産業セグメントでは、まちづくりプロジェクトの開業効果等によりショッピングセンター業、ホ
テル業が好調に推移したことや、不動産販売・賃貸を拡大したこと等により、営業収益は前期比
22.8％増の2,857億円、営業利益は同19.1％増の463億円となりました。

　旅行・地域ソリューション業セグメントでは、当社のアプリ内で提供する旅行プラン「tabiwaトラ
ベル」のコンテンツ拡充と販売強化に取り組むとともに、地域の社会課題解決のニーズに応えるソリュ
ーションの総合提案を推し進めました。
　旅行・地域ソリューション業セグメントでは、ソリューション事業が好調であったこと等により、営
業収益は前期比0.2％増の1,892億円となったものの、コストの増加等により、営業利益は同53.3％減
の５億円となりました。
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財産及び損益の状況

区　　分 第36期
（2022年度）

第37期
（2023年度）

第38期
（2024年度）

第39期（当連結会計年度）
（2025年度）

営 業 収 益（億円） 13,955 16,350 17,079 18,458
経 常 利 益 （億円） 736 1,673 1,656 1,836
親会社株主に帰属する当期純利益 （億円） 885 987 1,139 1,274
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 181 202 240 277
総 資 産（億円） 37,355 37,800 37,523 39,867
純 資 産 （億円） 11,443 12,271 12,801 13,372
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（２）財産及び損益の状況

（注）１. 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）等を第38期（2024年度）の期首から適用してお
り、第37期（2023年度）に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

２. 当社は2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第36期（2022年度）の期首に当該株式分割が行われた
ものと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。
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経営環境、経営方針及び対処すべき課題等

私たちの志
人、まち、社会のつながりを進化させ、

心を動かす。未来を動かす。
私たちは、
これからも安全、安心を追求し、高め続けます。
人と人、人とまち、人と社会を、リアルとデジタルの場でつなぎ、
西日本を起点に地域の課題を解決します。
そして、持続可能で活力ある未来を創り、その先の一人ひとりが思い描く暮らしを
様々なパートナーと共に実現していきます。

（３）経営環境、経営方針及び対処すべき課題等
①当社グループを取り巻く経営環境

　当社グループを取り巻く経営環境は、国内景気の緩やかな回復基調や堅調なインバウンド需要が継
続してきました。一方で、自然災害の激甚化、人口減少に伴う市場の縮小や人財獲得競争の激化、ニ
ーズや価値観の多様化、物価・金利の上昇に加え、不透明な国際情勢等、急速かつ構造的な環境変化
に直面しています。

②経営の基本方針
　当社グループは、福知山線列車事故のような重大な事故を決して発生させないという確固たる決意
のもと、被害に遭われた方々への真摯な対応、安全性向上に取り組んでいきます。
　2023年４月には、未来社会におけるJR西日本グループの存在意義を見つめなおし、めざす姿とし
て「私たちの志」を策定しました。この「私たちの志」をグループ全体の羅針盤として、グループ一
丸となって取り組んでいます。

　これまで、鉄道や駅を中心に人と人、人とまちをつなぎ、安全で豊かな社会づくりに貢献できるよ
う努力を積み重ねてきましたが、インフラを担う企業として、未来においても社会づくりに貢献する
役割を果たし続けていくため、大きな転換期を迎えているこれからの社会の課題と向き合い、求めら
れる価値を、事業活動を通じて提供していきます。
　とりわけ、一人ひとりの暮らし、まち、社会全体が直面する課題に着目したとき、安全を基盤に広
域で人と人、まち、社会をつなぐインフラサービスを提供し、またグループ全体で多くのお客様との
接点、地域とのつながりを持つ当社グループは、これまで以上にお客様視点で「つながりを進化させ
る」ことで、大きな役割を果たしていくことができ、それこそが、未来の社会における私たちの存在
意義と考えます。
　引き続き、鉄道の安全性向上に向けた不断の取り組みを積み重ねていくことを基盤としつつ、様々
なパートナーとの共創とイノベーションにより、「地域共生企業」として事業を通じて社会や地域の
課題解決に貢献することで、社会的価値と経済的価値をあわせて創出し、よりよい未来を創り上げて
いきます。
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経営環境、経営方針及び対処すべき課題等

③中長期的経営戦略
　当社グループは、「私たちの志」の実現に向け策定した「長期ビジョン」において、＜実現したい
未来＞を掲げており、その上で、＜2035年にありたい姿＞を次のとおり定義しました。
＜実現したい未来＞
［安全、安心で、人と地球にやさしい交通］

交通全体がシームレスなサービスとして認識され、定着している未来
［人々が行きかう、いきいきとしたまち］

地域の魅力が高まり、定住・交流・関係人口が増加していく未来
［一人ひとりにやさしく便利で豊かなくらし］

リアルの良さとデジタルの組み合わせで、個客体験が大きく高まる未来
［持続可能な社会］

様々なパートナーとの連携を通じて、持続可能な社会システムが構築されている未来
＜2035年にありたい姿＞
［人を起点に、徹底した顧客目線で共創と挑戦を重ね、人、まち、社会のつながりを進化させ続ける企業グループ］
　また、＜2035年にありたい姿＞や経営環境変化等を踏まえ、重要課題であるマテリアリティを再
整理しました（詳細は「JR西日本グループ中期経営計画2030」（以下、「中期経営計画2030」）
資料参照）。
　2026年４月に策定した「中期経営計画2030」では、未来に向けた「共創と挑戦」として、「安
全、良質でサステナブルなモビリティへの変革」と、グループの強み（顧客接点・データ、技術・ノ
ウハウ等）を活かした「事業ポートフォリオの変革」を実現することを基本方針としています。
　その変革に向けて、＜３つの重点分野＞とともに、＜全社横断戦略＞として、各分野が連携して成
長を図るための「５つの重点戦略」と「経営基盤の強化」を掲げています。なお、各重点分野におけ
る取り組みについては、＜事業戦略＞に記載のとおりです。
＜３つの重点分野＞

ア．モビリティ分野
イ．生活サービス分野
ウ．インフラソリューション分野

＜全社横断戦略＞
ア．５つの重点戦略

（ア）安全、良質でサステナブルなモビリティへの変革
　安全性向上を最優先に、顧客体験価値向上と技術による革新で、安全、良質でサステナブ
ルなモビリティへの変革をめざします。
〇安全性向上

・重大リスクの抑え込み
・社会のニーズに応じた安全対策
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経営環境、経営方針及び対処すべき課題等

〇顧客体験価値向上
・カスタマージャーニーに沿った体験価値の向上
・一人ひとりの好奇心を起点としたツーリズム
・新幹線のご利用機会の拡大
・地域に最適な交通モード・運行体系の構築

〇技術による革新
・オペレーションの進化・メンテナンス構造改革
・鉄道技術を活かしたソリューション提供

（イ）まち・地域の持続性・魅力向上
　交通ネットワークを軸に関西・西日本エリアの回遊を高め、地域との共創により目的地と
して選ばれ続けるエリアをめざします。
〇京阪神エリア

大阪IR（統合型リゾート）・なにわ筋線開業に向けて、拠点エリア整備や地域のプレイヤ
ーとの共創を通じ、“世界から人と資本を呼び込み続ける”まちづくりを推進

〇西日本エリア（京阪神エリアを除く）
自治体・地域のプレイヤーとの共創を通じ、まち・地域が持つ魅力を磨き上げ、持続性を
高める

（ウ）共創による顧客体験価値向上
　一人ひとりに最適化された体験価値の提供を通じて、関係・交流人口の拡大と、移動にお
けるサステナブルなエコシステムの実現、及び顧客生涯価値（LTV）最大化の実現をめざし
ます。
〇様々なパートナーとの共創を拡げ、お客様が移動に関連した多様なサービスをシームレス
に利用できる仕組みを構築し、一人ひとりに最適化された移動体験を提供
〇顧客ロイヤルティプログラムの新設、サービスラインナップの拡大、1to1レコメンド機
能の強化を通じ、顧客生涯価値（LTV）を最大化

（エ）インバウンド需要の取り込み
　6,000万人時代に向け、大阪IR・なにわ筋線を軸とした西日本エリア周遊、体験・滞在の
消費拡大による活性化をめざします。
〇受入体制整備・地域の魅力向上
〇最適なルート提案・予約
〇移動の高付加価値化
〇体験・消費・滞在の活性化

（オ）更なる成長に向けた領域拡大・事業創出
　共創と挑戦による事業領域拡大と新たな事業創出による事業ポートフォリオの変革をめざ
します。
〇不動産を中心とした各事業の成長
〇次なる成長分野への挑戦
〇M&A・提携等による非連続な成長
〇成長の芽の探索
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経営環境、経営方針及び対処すべき課題等

イ．経営基盤の強化
（ア）人財戦略

　共創・挑戦する人財の創出、エンゲージメント向上をDXも活用して実現し、安全を高め
変革を推進します。

（イ）地球環境
　環境にやさしい鉄道を軸に、グループ全体のアセットを活用し持続可能な地球環境に貢献
します。

（ウ）ガバナンス
　持続的な成長に向けた経営の機能強化とグループ全体を見通したリスクマネジメント・コ
ンプライアンスの充実を図ります。

＜事業戦略＞
ア．モビリティ分野

　福知山線列車事故を原点とした、安全性向上による安心・信頼していただける鉄道の実現を土
台として、顧客体験価値向上と技術による革新で、安全、良質でサステナブルなモビリティへ変
革します。
・被害に遭われた方々への真摯な対応
・「安全考動計画2027」の推進
・顧客体験価値向上
・技術による革新

イ．生活サービス分野
（ア）流通業

　集客力の高い駅立地の強みを活かし、パートナーとの共創で顧客満足と収益力の最大化を
めざします。
・駅ナカの魅力向上／フランチャイジー・ライセンシー戦略（物販・飲食業）
・「MY HOME HOTEL.」の実現によるブランド力向上／新規出店等（宿泊特化型ホテル

「ヴィアイン」）
・生涯個客化の推進と顧客生涯価値（LTV）の最大化（百貨店業）

（イ）不動産業
　マーケティング起点で機能価値に情緒価値を加え、経済的価値・社会的価値の同時実現を
めざします。
・既存物件の収益性向上／重点エリア・アセットの強化／ファンド・REIT事業の拡大／まち

づくりプロジェクトの推進/海外不動産事業の展開（不動産賃貸・販売業）
・旗艦SC「ルクア」の成長／「ショッピング×コミュニティ」戦略／新規開発・リニュー

アル（ショッピングセンター運営業）
・顧客体験の進化／リニューアル／新規出店等（ホテル業）

ウ．インフラソリューション分野
　JR西日本グループで培った技術を社会に展開し、顧客・地域社会の課題解決をめざします。
・業界内への拡大（交通事業者へ販路・サービスを拡大）
・業界外への越境（技術の可能性を業界を超えて追求）27
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経営環境、経営方針及び対処すべき課題等

④対処すべき課題
　重大な自然災害、深刻化する労働力不足やインフレ等は将来にわたる大きな脅威であり、「私たち
の志」「長期ビジョン」の実現に向けて、「安全、良質でサステナブルなモビリティへの変革」と
「事業ポートフォリオの変革」にグループ全体で挑戦していきます。
　「中期経営計画2030」の初年度となる2026年度は、これらの変革を進めるためのスタートとな
る重要な１年です。グループとして万博で培った、共創やつながりの進化等の「レガシー」も活か
し、お客様一人ひとりのニーズを捉え、最高の体験価値を生活の様々な場面で提供することに取り組
んでいきます。
　また、機会を捉え、脅威を乗り越える源泉は人財であり、現場を支える人財の育成を行うととも
に、キャリア開発等を通じて多様なスキルや経験を持つ人財の成長支援を進めます。あわせて、社員
の自律や挑戦を後押しする心理的安全性の高い組織風土づくり、充実したキャリア形成や柔軟な働き
方を支える制度づくりをグループ全体でさらに強力に推進していきます。
　今後とも、安全性の向上を最優先に、グループ事業全体でシナジーを発揮しながら、「私たちの
志」「長期ビジョン」の実現を加速していきます。

©Expo 2025
大阪・関西万博ファイナルイベント
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設備投資の状況、資金調達の状況

（４）設備投資の状況
　当連結会計年度は、「安全考動計画2027」に基づく安全関連投資を着実に実施することに加え、広
域ネットワークのさらなる拡充、交通ネットワークの強みを活かしたまちづくりの実現、移動と暮らし
を豊かにするためのデジタル戦略の推進、鉄道事業のさらなる構造改革に重点をおいて設備投資を行い
ました。
　当連結会計年度中の設備投資総額は、2,864億円であります。

①当連結会計年度中に完成した工事のうち、主なものは次のとおりであります。
・広島駅ビル建替
・車両新造工事（新幹線16両、在来線103両）

②当連結会計年度末現在施工中の工事のうち、主なものは次のとおりであります。
・地震対策（山陽新幹線の逸脱防止対策等）
・鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したバリアフリー設備の整備
（可動式ホーム柵、ホーム安全スクリーンの整備等）
・北陸新幹線コスモス中央装置取替他
・JR京都・神戸線運行管理システム更新
・広島市東部地区連続立体交差事業
・大和路線奈良・郡山間高架化及び新駅設置
・大阪駅西側エリアの開発工事（高架下開発等）
・車両新造工事（新幹線192両、在来線128両）
・博多総合車両所のリニューアル工事
・吹田総合車両所のリニューアル工事
・次世代ネットワークへの刷新

（５）資金調達の状況
　当連結会計年度は、債務償還及び設備投資資金等に充当するため、国内普通社債により1,010億円、
長期借入金により1,397億円を調達しました。
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重要な子会社等の状況

会　社　名 資本金（百万円） 当社の持株比率（％） 主要な事業内容

J R 西 日 本 不 動 産 開 発 株 式 会 社 13,200 100.0 不動産販売・賃貸業
J R 西 日 本 S C 開 発 株 式 会 社 8,539 100.0 不 動 産 賃 貸 業

京 都 駅 ビ ル 開 発 株 式 会 社 6,000 61.4 （61.9） 不 動 産 賃 貸 業

J R 西 日 本 ス テ ー シ ョ ン シ テ ィ 株 式 会 社 5,500 76.2 不 動 産 賃 貸 業

大 鉄 工 業 株 式 会 社 1,232 36.9 建 設 事 業

株式会社 J R 西日本コミュニケーションズ 200 100.0 広 告 業

J R バ ス 中 国 株 式 会 社 100 100.0 旅客自動車運送事業

西 日 本 ジ ェ イ ア ー ル バ ス 株 式 会 社 100 100.0 旅客自動車運送事業

株 式 会 社 J R 西 日 本 テ ク シ ア 100 51.9 （69.1） 機械等設備工事業

株 式 会 社 ジ ェ イ ア ー ル 西 日 本 伊 勢 丹 100 60.0 百 貨 店 業

株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 100 100.0 日用品雑貨等小売業

J R 西 日 本 プ ロ パ テ ィ ー ズ 株 式 会 社 100 70.0 不動産販売・賃貸業

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 100 100.0 ホ テ ル 業

株 式 会 社 日 本 旅 行 100 79.8 旅行・地域ソリューション業

J R 西 日 本 電 気 シ ス テ ム 株 式 会 社 81 100.0 電 気 工 事 業

中 国 S C 開 発 株 式 会 社 75 0 （100.0） 不 動 産 賃 貸 業

株 式 会 社 J R 西 日 本 ヴ ィ ア イ ン 30 0 （100.0） ホ テ ル 業

会　社　名 資本金（百万円） 当社の持株比率（％） 主要な事業内容

関 西 高 速 鉄 道 株 式 会 社 104,535 23.4 鉄 道 事 業
大 阪 外 環 状 鉄 道 株 式 会 社 24,637 24.5 （25.7） 鉄 道 事 業

ア ジ ア 航 測 株 式 会 社 1,673 27.5 空間情報コンサルタント事業

広 成 建 設 株 式 会 社 780 20.3 （36.9） 建 設 事 業

（６）重要な子会社等の状況 （2026年３月31日現在）
①重要な子会社の状況

（注）１. （　）内の数字は、当社の子会社の持株数を含めた持株比率であります。
２. 大鉄工業株式会社に対する当社の議決権比率は51.2％であります。

②重要な関連会社の状況

（注）（　）内の数字は、当社の子会社の持株数を含めた持株比率であります。 30
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主要な事業内容及び事業所、従業員の状況、主要な借入先

事業所
キ ロ 程 駅　数

（駅）
車両数
（両）新幹線（㎞） 在来線（㎞） 合　計（㎞）

金 沢 支 社 293.7 （28.0）
329.1

（28.0）
622.8 112 387

近 畿 統 括 本 部 ― 1,562.7 1,562.7 500 3,656
中 国 統 括 本 部 ― 2,059.5 2,059.5 539 1,195
山 陽 新 幹 線 統 括 本 部 644.0 8.5 652.5 ― 1,047

合 計 937.7 （28.0）
3,959.8

（28.0）
4,897.5 1,151 6,285

（７）主要な事業内容及び事業所 （2026年３月31日現在）

　当社グループが営んでいる主要な事業内容及び事業所は、次のとおりであります。

①モビリティ業
　鉄道事業のほかに、旅客自動車運送事業や船舶事業、各種工事業、清掃整備事業等を営んでおります。

・当社（大阪市 北区）
・大鉄工業㈱（大阪市 淀川区）
・JRバス中国㈱（広島市 西区）
・西日本ジェイアールバス㈱（大阪市 阿倍野区）
・㈱JR西日本テクシア（兵庫県 尼崎市）
・JR西日本電気システム㈱（大阪府 吹田市）

　なお、鉄道事業の概況は、以下のとおりであります。

（注）１．近畿統括本部に、京滋・阪奈・兵庫・和歌山各支社を設置しております。
２．中国統括本部に、岡山・山陰・広島各支社を設置しております。
３．山陽新幹線統括本部に、福岡支社を設置しております。
４．（　）内の数字は、第三種鉄道事業（七尾線［和倉温泉・穴水間］）の別掲であります。また、近畿統括本部の在来線欄には、第二種鉄道事業38.0㎞（関西空

港線［りんくうタウン・関西空港間］、JR東西線［京橋・尼崎間］及びおおさか東線［新大阪・鴫野／放出・久宝寺間］）を含んでおり、それ以外は第一種鉄
道事業のキロ程であります。
第一種鉄道事業…自らの鉄道線路により運送を行う事業
第二種鉄道事業…他の鉄道線路を借り受けて運送を行う事業
第三種鉄道事業…鉄道線路を保有し、第二種鉄道事業者の運送の用に供する事業

５．山陽新幹線の駅数は、近畿統括本部及び中国統括本部の駅数に含まれております。

②流通業
　百貨店業や物販・飲食業等を営んでおります。

・㈱ジェイアール西日本伊勢丹（京都市 下京区）
・㈱ジェイアール西日本デイリーサービスネット（兵庫県 尼崎市）
・㈱JR西日本ヴィアイン（大阪市 淀川区）
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主要な事業内容及び事業所、従業員の状況、主要な借入先

③不動産業
　保有不動産等を活用した不動産販売・賃貸業や、ショッピングセンター運営業、ホテル業を営んでお
ります。

・JR西日本不動産開発㈱（大阪市 北区）
・JR西日本SC開発㈱（大阪市 北区）
・京都駅ビル開発㈱（京都市 下京区）
・JR西日本ステーションシティ㈱（大阪市 北区）
・JR西日本プロパティーズ㈱（東京都 港区）
・㈱ジェイアール西日本ホテル開発（京都市 下京区）
・中国SC開発㈱（広島市 南区）

④旅行・地域ソリューション業
　旅行・地域ソリューション業を営んでおります。

・㈱日本旅行（東京都 中央区）

⑤その他
　広告業等を営んでおります。

・㈱JR西日本コミュニケーションズ（大阪市 北区）

セグメントの名称 従業員数（前連結会計年度末比増減）
モ ビ リ テ ィ 業 35,151名 （854名増）
流 通 業 3,076名 （509名増）
不 動 産 業 3,294名 （102名増）
旅行・地域ソリューション業 2,171名 （17名増）
そ の 他 3,533名 （293名増）

合 計 47,225名 （1,775名増）

（８）従業員の状況 （2026年３月31日現在）

（注）従業員数は、就業人員数を記載しております。

借　　入　　先 借入金残高（億円） 借　　入　　先 借入金残高（億円）
農 林 中 央 金 庫 462 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 235
株 式 会 社 り そ な 銀 行 438 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 230
株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 422 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 220
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 349 株 式 会 社 中 国 銀 行 209
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 286 株 式 会 社 山 口 銀 行 200

（９）主要な借入先（上位10名）（2026年３月31日現在）
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株式に関する事項

2．株式に関する事項 （2026年３月31日現在）

（１）発行可能株式総数 ───── 1,600,000,000株
（２）発行済株式の総数 ───── 455,561,300株

（３）株主数 ──────────── 262,494名

株　　主　　名 持株数（持株比率）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 65,357,600株 （14.35 ％）
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 20,786,700 （ 4.57 ）
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 12,559,411 （ 2.76 ）
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 10,071,328 （ 2.21 ）
株式会社三井住友銀行 8,960,000 （ 1.97 ）
株式会社三菱UFJ銀行 8,820,000 （ 1.94 ）
日本生命保険相互会社 7,200,000 （ 1.58 ）
JP MORGAN CHASE BANK 385781 6,465,730 （ 1.42 ）
JR西日本社員持株会 6,183,600 （ 1.36 ）
JPモルガン証券株式会社 4,786,843 （ 1.05 ）

個人・その他
258,911名
98.64%

証券会社
36名　0.01%
その他の法人

1,879名　0.72%
外国法人等

1,520名　0.58%

金融機関
145名　0.06%
政府・地方公共団体
３名　0.00%

株主数
政府・地方公共団体
69,200株　0.02%

金融機関
146,299,600株

32.11%

証券会社
9,662,136株

2.12%

個人・その他
131,839,571株
28.94%

外国法人等
143,571,145株
31.52%

その他の法人
24,119,648株

5.29%

所有株式数

（注）「個人・その他」には、自己株式219,264株を含んでおります。

株　式　数 交付対象者数
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 16,663株 ７名

（注）１．発行済株式の総数には、自己株式219,264株を含んでおります。
 ２．2025年９月30日に実施した自己株式の消却により、発行済株式の総数は、前事業年度末と比べて15,448,500株減少しております。

（４）上位10名の株主

　（注）持株比率の算定にあたっては、発行済株式の総数から自己株式219,264株を除いております。

○所有者別分布状況

（５）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

　（注）当社の株式報酬の内容は、事業報告35ページ以降の「３．(4) 役員の報酬等」に記載しております。
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3．会社役員に関する事項 （2026年３月31日現在）

地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況等
代 表 取 締 役 会 長 長谷川 一明 取締役会議長

取 締 役 野崎　治子 京都大学 理事
積水化学工業株式会社 社外取締役

取 締 役 飯野　健司 日本ビルファンド投資法人 執行役員
取 締 役 宮部　義幸

取 締 役 金井　　豊

北陸電力株式会社 代表取締役会長
北陸経済連合会 会長
一般社団法人世界原子力発電事業者協会東京センター 議長
一般財団法人北陸産業活性化センター 会長
とやま医療健康システム株式会社 代表取締役社長

代 表 取 締 役 社 長 倉坂　昇治

代表取締役副社長 春名　幸一
社長補佐全般
万博プロジェクト推進に関すること
監査部、地域まちづくり本部、建設工事部担当

代表取締役副社長 井上　　啓
社長補佐全般
安全統括管理者
鉄道本部、鉄道カンパニー担当

取 締 役 奥田　英雄 マーケティング本部、デジタルソリューション本部担当

取 締 役 梅谷　泰郎 福知山線列車事故ご被害者対応本部、
ガバナンス推進本部、経営戦略本部、東京本部担当

取 締 役 漆原　　健 鉄道本部安全推進部、鉄道本部安全研究所担当
取 締 役
（監査等委員・常勤）
（監査等委員会委員長）

小倉　真樹

取 締 役
（監査等委員・常勤） 多田 真規子
取 締 役
（監 査 等 委 員） 狹間 惠三子 大阪商業大学公共学部 教授

NPO法人こども環境活動支援協会 代表理事

取 締 役
（監 査 等 委 員） 後藤　研了

後藤研了公認会計士事務所 公認会計士
東和薬品株式会社 社外取締役（監査等委員）
株式会社ハイレックスコーポレーション 社外監査役

（１）取締役の氏名等

（注）１. 取締役野崎治子、飯野健司、宮部義幸及び金井豊並びに監査等委員である取締役小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の７氏は、会社法第２条第15号に定める社
外取締役であります。

２. 当社は社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出ております。
３. 監査等委員である取締役後藤研了氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４. 当社は、監査等委員である取締役による監査・監督機能を強化することを目的として、子会社等を含む実地調査や取締役会以外の重要な社内会議への出席による

情報収集、共有及び内部監査部門、ガバナンス推進部門等と監査等委員会との十分な連携を行えるよう、常勤の監査等委員である取締役を選定しております。
５. 2025年６月18日開催の当社第38回定時株主総会終結の時をもって、筒井義信及び坪根英慈の２氏は取締役を退任し、金井豊及び梅谷泰郎の２氏は取締役に選

任され、就任いたしました。
６. 代表取締役会長 長谷川一明氏は、2026年５月14日付で関西経済同友会代表幹事に就任いたしました。
７. 当社と兼職先との間に開示すべき関係はありません。
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区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績評価報酬 株式報酬
取締役（監査等委員である取締役を除く。）
［ う ち 社 外 取 締 役 ］

573
［58］

384
［58］

135
－

53
－

13
［5］

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
［ う ち 社 外 取 締 役 ］

97
［65］

97
［65］

－
－

－
－

4
［3］

（２）責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間で、会社法第423条第１項の責任を限
定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担
することになる損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。当該保
険契約の被保険者は、当社の取締役、執行役員、理事、技術理事及び重要な使用人であります。

（４）役員の報酬等
①取締役の報酬等の総額

（注）１. 対象となる役員の員数には、当事業年度中に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名が含まれております。
２．譲渡制限付株式報酬として交付した株式数及び交付を受けた人数は事業報告33ページ「２．(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した

株式の状況」に記載しております。

②業績評価報酬に関する事項
　当事業年度に係る業績評価報酬については、2025年５月２日開催の取締役会で改正を決議した取
締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき支給しております。
　業績評価報酬は、事業年度ごとの業績指標を反映した現金報酬とし、会社業績分と個人業績分によ
り構成しております。全ての業績指標が目標に達した場合の会社業績分と個人業績分の比率は、７：
３としております。ただし、代表取締役社長等は会社業績分のみを適用しております。
　会社業績分、個人業績分のいずれについても、前事業年度の期首に掲げた各指標の目標に対する達
成状況に応じて、定量的・定性的に評価を行っております。
　会社業績分の業績指標は財務指標と非財務指標としております。財務指標については、「連結利
益」、「資産効率」及び「連結利益に占めるライフデザイン分野の比率」の３項目を、非財務指標に
ついては、「鉄道の安全」、「地球環境」及び「ワークエンゲージメント」に関する指標の３項目を
業績指標としております。
　個人業績分の業績指標は、各取締役が担当する部門における主要なKPIを業績指標としておりま
す。なお、指標の達成状況及び定性的評価に応じて、個人業績分は０～200％の範囲で変動いたしま
す。
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　当事業年度に係る業績評価報酬の指標の達成状況（2024年度実績）につきまして、財務指標につ
いては、「連結利益」及び「資産効率」については目標を達成した一方で、「連結利益に占めるライ
フデザイン分野の比率」については目標未達成となりました。非財務指標に関しては、「鉄道の安
全」については概ね目標を達成、「ワークエンゲージメント」については目標達成と評価された一方
で、「地球環境」については一部目標未達という評価になりました。これらの指標の達成状況に鑑
み、業績評価報酬を支給しております。

③株式報酬に関する事項
　当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有
を進めることを目的に、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して金銭債
権を支給し、その払込みと引き換えに譲渡制限付株式を交付いたします。金銭債権は経営に関わる責
任に応じた基準額で支給することとし、株式の譲渡制限期間は、当社取締役の地位その他当社取締役
会で定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間といたします。
　なお、株式報酬の付与対象者において、法令違反行為を行った場合その他譲渡制限付株式割当契約
に定める一定の事由に該当する場合は、当社は、取締役会で決議のうえ、割当株式の全部を当然に無
償で取得します。（クローバック・マルス条項）

④取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
　当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の額は、2022年６月23日開催の第35回
定時株主総会において、金銭報酬額を年額690百万円以内（うち社外取締役分120百万円以内）、株
式報酬額を年額75百万円以内（株式数は年20千株以内）と決議しております。当該定時株主総会終
結時点での取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は13名であります。また、当社監査
等委員である取締役の金銭報酬の額は、2022年６月23日開催の第35回定時株主総会において年額
135百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数
は４名であります。
（注）当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。そのため、同日以降は、各事業年度に係る株式報酬額につき年額75百万

円以内（株式数は年40千株以内）となります。

⑤取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

　企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、かつ「JR西日本グループ中
期経営計画2022」も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定
方針（以下、「決定方針」）について人事報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して
2021年２月24日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
　なお、当該決定方針については、「中期経営計画2025」の開始に伴い、業績と取締役個々人の
報酬を適切に連動させ、取締役の業績向上へのインセンティブを高めることにより、中長期的な企
業価値向上へ繋げていく報酬体系とするため、2023年４月28日開催の取締役会において改正する
決議を行いました。また、2025年５月２日開催の取締役会においては、当該決定方針にクローバ
ック・マルス条項を明示するなどの一部改正について決議し、2025年７月以降の報酬から適用し
ております。事業年度末日における決定方針はイ．決定方針の内容の概要に記載のとおりでありま
す。 36
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報酬の種類 支　給　基　準 支給方法 報酬構成
※２

基本報酬 経営に関わる責任に応じた報酬テーブルを作成し、適正な水準を確保した上で支給 毎月現金で支給 60％

業績評価報酬
※１

会社業績分

財務指標

連結利益

70％
一定の時期に現金で支給 30％

資産効率
連結利益に占めるライ
フデザイン分野の比率

非財務指標
鉄道の安全
地球環境

ワークエンゲージメント
個人業績分 各取締役が担当する部門における主要なKPI 30％

株式報酬 経営に関わる責任に応じた基準額により支給
一定の時期に金銭債権を支
給し、その払込みと引き換
えに譲渡制限付株式を交付

10％

※１ 代表取締役社長等は会社業績分のみを適用します
※２ 全ての業績指標が前事業年度の期首に掲げる目標に達した場合

イ. 決定方針の内容の概要
・当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬については、固定報酬であ

る「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績評価報酬」及び長期にわたる株主との価値共有
と中長期の企業価値向上に対するインセンティブとしての「株式報酬」から構成します。基本報酬は
月例により、業績評価報酬及び株式報酬は毎年一定の時期に支給します。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、基本報酬のみで構成します。

・基本報酬の額については、外部専門機関による他社調査等を考慮し、経営に関わる責任に応じた報酬
テーブルを作成し、適正な水準を確保することとします。

・業績評価報酬は、事業年度ごとの業績指標を反映した現金報酬とし、会社業績分と個人業績分により
構成します。全ての業績指標が目標に達した場合の会社業績分と個人業績分の比率は、７：３としま
す。ただし、代表取締役社長等は会社業績分のみを適用します。
会社業績分、個人業績分のいずれについても、前事業年度の期首に掲げた各指標の目標に対する達成
状況に応じて、定量的・定性的に評価を行います。
会社業績分の業績指標は財務指標と非財務指標とします。財務指標については、「連結利益」、「資
産効率」及び「連結利益に占めるライフデザイン分野の比率」の３項目を、非財務指標については、
「鉄道の安全」、「地球環境」及び「ワークエンゲージメント」に関する指標の３項目を業績指標と
します。
個人業績分の業績指標は、各取締役が担当する部門における主要なKPIを業績指標とします。なお、
指標の達成状況及び定性的評価に応じて、個人業績分は０～200％の範囲で変動します。

・株式報酬として譲渡制限付株式を交付します。株式報酬の額については、経営に関わる責任に応じた
基準額を設定することとします。なお、株式報酬の付与対象者において、法令違反行為を行った場合
その他譲渡制限付株式割当契約に定める一定の事由に該当する場合は、当社は取締役会で決議のう
え、割当株式の全部を当然に無償で取得します。（クローバック・マルス条項）

・取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬については、全ての業績指標が前
事業年度の期首に掲げた目標に達した時に、基本報酬、業績評価報酬、株式報酬の比率が６：３：１
となることを目安に構成します。
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・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定については、上記方針を踏まえた上
で、取締役会の決議により、代表取締役社長に一任します。
具体的決定にあたっては、報酬決定の公正と信頼を確保する観点から、人事報酬諮問委員会の答
申を受けてこれを尊重するとともに、複数名の代表取締役及び人事担当役員等で構成する総合人
事委員会を開催し、審議を経ることとします。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委
員である取締役の協議により決定します。

ウ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断
　した理由

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。）の個人別の報酬等の内容の決定にあた
っては、社外取締役が過半数を占める人事報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含め多角的な検
討を行った上で、取締役会に対し答申を行っております。取締役の個人別の報酬等の内容が同答申
を尊重して決定されていることに鑑み、取締役会としては、同内容が決定方針に沿うものであると
判断しております。

⑥取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。）の個人別の報酬等の決定においては、上
記の決定方針を踏まえた上で、取締役会の決議により、代表取締役社長倉坂昇治氏に一任しておりま
す。当該権限の一任は、当社では、業務執行の最高責任者を社長に一元化する体制としており、各取
締役の評価を最終的に決定するにあたっては、代表取締役社長の任にある同氏が最も適切であると考
えたことによります。取締役の個人別の報酬等の具体的決定にあたっては社外取締役が過半数を占め
る人事報酬諮問委員会の答申を受けてこれを尊重するとともに、複数名の代表取締役及び人事担当役
員等で構成する総合人事委員会を開催し、その審議を経ることとし、報酬決定の公正と信頼を確保す
ることとしております。
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会社役員に関する事項、会計監査人に関する事項

区　分 氏　名 主な活動状況
社 外 取 締 役

野 崎 　 治 子
当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、議案審議等にあたり、ダイバーシティ推進、次世代育
成等に関する豊富な経験と高い見識に基づき、独立した立場から有益な助言等を行うとともに、人事報酬
諮問委員会委員長を務めるなど、社外取締役としての職責を十分に果たしております。

飯 野 　 健 司
当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、議案審議等にあたり、不動産事業全般に対する見識、経営者
としての専門知識や高い見識に基づき、独立した立場から有益な助言等を行うとともに、人事報酬諮問委員会
委員を務めるなど、社外取締役としての職責を十分に果たしております。

宮 部 　 義 幸
当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、議案審議等にあたり、安全性や品質、生産性向上に資
する先進技術に対する見識、経営者としての専門知識や高い見識に基づき、独立した立場から有益な助言
等を行うとともに、人事報酬諮問委員会委員を務めるなど、社外取締役としての職責を十分に果たしてお
ります。

金 井 　 　 豊
就任後開催の取締役会11回の全てに出席し、議案審議等にあたり、安全性や品質、生産性向上に資する
豊富な経験、経営者としての専門知識や高い見識に基づき、独立した立場から有益な助言等を行うなど、
社外取締役としての職責を十分に果たしております。

社 外 取 締 役
監 査 等 委 員 小 倉 　 真 樹

当事業年度開催の取締役会15回の全て、監査等委員会14回の全てに出席し、議案審議等にあたり、裁判
官、弁護士及び法務行政も含めた幅広い経験と高い見識に基づき、独立した立場から発言を行うなど、社
外取締役監査等委員としての職責を十分に果たしております。

狹 間 惠 三 子
当事業年度開催の取締役会15回の全て、監査等委員会14回の全てに出席し、議案審議等にあたり、長年
の地域活性化と文化に関する研究に加え、行政における経験や高い見識に基づき、独立した立場から発言
を行うなど、社外取締役監査等委員としての職責を十分に果たしております。

後 藤 　 研 了
当事業年度開催の取締役会15回の全て、監査等委員会14回の全てに出席し、議案審議等にあたり、公認
会計士としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立した立場から発言を行うなど、社外取締役監査等委
員としての職責を十分に果たしております。

（５）社外役員に関する事項

4．会計監査人に関する事項

①当事業年度に係る報酬等の額 190百万円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 503百万円

（１）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（２）会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社は、会計監査人との契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分でき
ませんので、これらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるとともに、前事業年度の監査の遂行状況、当事業年度における
監査計画の内容及び報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について妥当な水準であると判断し、同意いたしました。

（３）非監査業務の内容
　当社及び当社子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、会計処理及
び財務諸表の作成方法に関する助言業務等を委託し、その対価を支払っております。

（４）解任又は不再任の決定の方針
　当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に掲げる事項に該当する場合は、監査等委員の
全員の同意に基づき解任いたします。また、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、当
社は、監査等委員会の決定に基づき、解任又は不再任について株主総会の議案として提出いたします。

39



2026/05/15 13:04:14 / 25303091_西日本旅客鉄道株式会社_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するために必要な体制及びその運用状況の概要

5．業務の適正を確保するために必要な体制及びその運用状況の概要 （2026年３月31日現在）

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
【基本方針】
① 「企業理念」及び「安全憲章」をはじめとした行動規範や倫理綱領を定めることにより、共通の価値観を醸成す
るなど、グループの事業活動全般において、法令遵守・企業倫理を確立する体制を整備する。

② 取締役会規則に基づく適正な取締役会の運営と監督を行うとともに、職務執行に係る責任と権限を明確化するこ
とで、監視・監督機能を担保する。

③ JR西日本グループにおける法令又は企業倫理に関する重要な事象に関しては、専門の委員会にて審議・評価する
とともに、社内外に内部通報体制を整備することで適切に対応し、取締役会に必要な報告を行う。

④ JR西日本グループにおける法令遵守の状況等については、社内規程に基づいて関係部門が随時確認し、重大な事
象があれば取締役会に報告する。

⑤ 内部監査部門において、独立客観の立場から、当社の業務全般及びグループ会社の業務について監査し、内部監
査の結果を取締役会に報告する。

⑥ 反社会的勢力との関係排除については、統括部署等の設置及び対応要領の整備を行うとともに、外部の専門機関
と緊密な連携を図る。

【運用状況の概要】
① 経営の羅針盤である「私たちの志」に基づき、グループ共通の価値観の醸成を図っております。
また、全ての役員・従業員に対する規範として策定した「JR西日本グループ行動規範」をグループ全体に共有
し、常勤役員は「JR西日本グループ行動規範」に定められた「役員の心構え」を理解・遵守するとともに、従業
員の模範となり率先して考動することを宣誓しております。

② 取締役会においては、業務執行取締役が業務執行に関する報告を定期的に行うとともに、重要な経営情報や重要
な委員会の審議内容等について適宜共有しております。
また、取締役会の監視・監督機能の強化に向け、社外役員への情報伝達体制として、社外取締役及び社外監査等
委員に対し取締役会議案等の事前説明をはじめ取締役会以外にも機会を設け、重要な経営課題等に関して説明、
議論するとともに、経営実態及び施策背景等に関する情報提供として現地視察等を実施しております。

　当社は、業務の適正を確保するための体制の基本方針に基づき、グループ全体での法令遵守及び法令
の精神に則った企業倫理の確立等に努めております。当該基本方針及び当事業年度におけるその運用状
況の概要は次のとおりであります。

　当社は、内部統制システムを、社会における存在意義・めざす姿である「私たちの志」のもと「JR西
日本グループ長期ビジョン」を実現するための基盤と位置付け、安全・安心の追求をはじめとしたコン
プライアンス及びリスクマネジメント活動に取り組んでいくことで社会的価値と経済的価値の創出につ
なげる。
　この目的を実現するため、以下の基本的な取り組みを定めるとともに、継続的改善を図る。
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③ 企業倫理の確立に関する重要な事項については、「企業倫理・人権委員会」が専門家の知見を得ながら企業倫理
の確立に向けた基本方針等を審議・評価する体制としております。
また、内部通報については、対応窓口である「JR西日本グループ倫理・人権ホットライン（社外通報・相談窓口
含む）」「監査等委員ホットライン」において適切に対処するとともに、連絡・相談の方法等について、グルー
プ全体へ周知しております。

④ 法令遵守の状況等の確認については、法務部門が関係箇所と連携を行い、法的リスクの抽出・分析・対応を行っ
ております。
また、関係法令の改正等を把握し、グループ全体に対して必要な情報を共有しております。

⑤ 内部監査については、内部監査部門が第３線の立場として、経営課題のうちリスクが高いと考えられるテーマを
選定し、業務プロセスの有効性を評価の上、監査対象箇所に対して、監査結果に応じた改善提案・助言等を実施
しております。

⑥ 反社会的勢力との関係遮断のため、不当要求防止責任者の配置、研修等の開催等、予防体制を充実させるととも
に、反社会的勢力の排除に向けた各種取り組みや、対応マニュアルによる教育・啓発を推進しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
【基本方針】
① 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、文書又は電磁的記録として各担当部門に
おいて適切に作成、保存・管理、廃棄を行うとともに、必要に応じてこれらを閲覧できる状態を維持する。

② 情報セキュリティについては、JR西日本グループ全体に関する施策や方針を策定し、情報セキュリティ・マネジ
メント・システムを整備する。

【運用状況の概要】
① 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程等（文書管理規程及び情報セキュリティ基本方針
等）に従い、各担当部門において適切に作成、保存及び管理しております。

② 情報セキュリティにおいては「JR西日本グループ情報セキュリティガイドライン」に基づく自主点検及び改善を
実施しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
【基本方針】
① 福知山線列車事故を厳粛に受け止め、「企業理念」「安全憲章」に基づき、「鉄道安全管理規程」「JR西日本グ
ループ鉄道安全考動計画」等を制定するなど、重大事故の未然防止及び事故・災害等が発生した際の迅速かつ適
切な対処に向けた安全管理体制を整備するとともに、安全に関する必要な事項等について、適時、取締役会に報
告する。

② JR西日本グループの経営に重大な影響を与えるリスクを定期的に評価・抽出するとともに、一元的に管理する委員
会を設置し、グループ横断的な発生予防対策を推進するとともに、委員会での審議内容を取締役会に報告する。

③ JR西日本グループの経営に重大な影響を与えるリスクについては、危機管理に関する責任部署及び社内規程を定
め、重大事象の恐れがある事態に際し、迅速かつ正確な情報を共有し、必要により対策本部を設置するなど、お
客様・社員の安全・安心確保とグループの損失最小化に向けた全社的体制を構築する。
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【運用状況の概要】
① 「安全考動計画2027」の下、「お客様を想い、ご期待にお応えする」ことを強く意識し、安全に対する向き合
い方を深め、組織風土として醸成するなど、鉄道の安全性向上に取り組んでおります。
また、安全管理体制について、内部監査部門による監査のほか、第三者機関による評価を継続的に受けることで
有効性の向上を図っております。

② グループ全体の経営における重要なリスクを一元的に管理するため、グループリスクマネジメント委員会を設置
し、当社社長以下、責任ある立場の者がリスクを適切に把握し、リスク低減に向けた審議を行っております。

③ 重大事象の恐れがある事態については、発生時に業務執行取締役等に速報する体制を構築しております。
また、対策本部に関する規程を整備するとともに、既存のルールでは対処が難しい事案に対して、初動対応に関
する規程を制定しております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
【基本方針】
① 監査等委員会設置会社として重要な業務執行に係る意思決定権限を取締役会から業務執行取締役に大幅に委任す
るとともに、執行役員制度等を導入し執行役員等に権限委任することで、迅速・果断な経営の意思決定、業務執
行を行う。

② 取締役会では、経営上重要な事項について審議を行うとともに、安全、内部統制システムをはじめ、業務執行状
況に関する事項等について、適時、適切に報告を受ける。

③ 業務執行上の基本的事項を審議するため、代表取締役、執行役員を兼ねる取締役及び社長が指定する執行役員等
で構成するグループ経営会議を開催する。

【運用状況の概要】
　取締役及び執行役員等は、中期経営計画及び年度のグループ事業方針等に基づき、社内規程等に定められた権限・ル
ールにより、適切な職務の執行に取り組んでおります。
　また、取締役会においては、各施策の「私たちの志」との関係性や効果・リスク、取締役会に至るまでの社内議論の
内容等を積極的に説明することにより、取締役会の実効性の向上を図っております。
　加えて、取締役会における議論内容、社外役員の指摘事項等をリスク管理や安全性向上等の観点から執行役員等が出
席するグループ経営会議等に報告するなど、業務執行側で施策の推進や立案等に活用しております。
(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
【基本方針】
① グループ経営の担当部署を当社に設け、事業計画をはじめ、取締役・監査役の人事・報酬等、グループ会社にお
ける経営上の重要な事項について当社と事前の協議及び報告並びに事後の報告に関する体制を整備する。

② 当社の役員等が重要なグループ会社の取締役・監査役に就任し、グループ経営の適法性及び実効性を確保する。
③ JR西日本グループ内で同業種の事業を展開するグループ会社群を、また鉄道事業については関係するJR西日本

の部門を一体と捉えた経営単位としてカンパニーを設置し、同統括組織がカンパニー全体の統率、指揮及び経営
を行う。

【運用状況の概要】
　グループの経営方針等については、役員間等での議論を経て、決定し、グループ全体に共有しております。
　また、事業運営に関するグループ会社との協議、重要なグループ会社への役員の派遣等により、グループ経営を着実
に推進しております。

42



2026/05/15 13:04:14 / 25303091_西日本旅客鉄道株式会社_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するために必要な体制及びその運用状況の概要

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

【基本方針】
① 監査等委員会の職務を補助する取締役室の使用人は、監査等委員会の指揮命令の下、各部門から独立した立場で
その職務を遂行する。

② 本使用人は、監督・監査機能の一翼を担う重要な役割を持つことに鑑み、知見・識見を十分に考慮して選任する
ものとし、人事異動、人事評価に際しては、監査等委員会の同意を得て決定する。

【運用状況の概要】
　監査等委員会の職務を補助する取締役室には、監査等委員会の同意の下、適切な使用人を配置しており、本使用人
は、監査等委員会の指揮命令を受け、各部門から独立した立場でその職務を遂行しております。
(7) 当社及び子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体
制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

【基本方針】
① 当社の取締役、執行役員等、本社内各長等は、法令・定款に違反する行為、当社又はグループ会社に著しい損害
を及ぼすおそれのある事実の発生等を認めた際は、速やかに監査等委員会へ報告する。

② JR西日本グループ内からの内部通報については、通報対応業務の従事者である常勤監査等委員に、随時又は定期
的に報告する。

③ 上記の報告等を行った者について、当該報告を理由として不利益な扱いを受けないよう、必要な体制を整備する。
【運用状況の概要】
　経営に重要な影響を与える恐れのあるリスクや内部通報等について、適時、適切に監査等委員会に報告しております。
　また、各グループ会社も含め、社内規程を整備し、報告等を行った者を保護しております。
(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
【基本方針】
① 監査等委員が必要に応じ弁護士・監査法人等の外部の専門家に相談することを含め、その職務執行によって生ず
る費用は当社が負担する。

② 当社監査等委員とグループ会社の監査役による連絡会等の定期的開催等に対応するなど、JR西日本グループ全体
の監査体制の充実・強化を図る。

【運用状況の概要】
　当社監査等委員は、取締役会、グループ経営会議等の重要な会議等に出席するとともに、代表取締役をはじめとした
各取締役、グループ会社等との定期的な意見交換や、当社内の事業所等の往査等を実施し、内部監査部門等との連携を
強化の上、内部統制に関する状況の確認に努めております。
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連結貸借対照表

連結計算書類

連結貸借対照表 （2026年３月31日現在）

科　目 金　額
（資産の部）
流動資産 803,751

現金及び預金 181,107

受取手形及び売掛金 63,346

電子記録債権 260

未収運賃 60,080

未収金 120,192

有価証券 54,100

棚卸資産 205,549

その他 119,794

貸倒引当金 △680

固定資産 3,182,970

有形固定資産 2,778,600

建物及び構築物 1,334,226

機械装置及び運搬具 443,317

土地 849,953

建設仮勘定 96,713

その他 54,389

無形固定資産 48,520

投資その他の資産 355,849

投資有価証券 157,192

退職給付に係る資産 8,328

繰延税金資産 140,622

その他 52,526

貸倒引当金 △2,819

資産合計 3,986,721
　

科　目 金　額
（負債の部）
流動負債 777,268
支払手形及び買掛金 67,289
電子記録債務 2,143
短期借入金 19,228
1年内償還予定の社債 80,999
1年内返済予定の長期借入金 37,203
鉄道施設購入未払金 1,510
未払金 178,500
未払消費税等 15,539
未払法人税等 19,653
預り連絡運賃 4,807
預り金 172,299
前受運賃 42,582
前受金 47,225
賞与引当金 44,025
災害損失引当金 425
その他 43,835

固定負債 1,872,246
社債 809,998
長期借入金 594,171
鉄道施設購入長期未払金 93,181
繰延税金負債 2,675
新幹線鉄道大規模改修引当金 41,666
環境安全対策引当金 1,719
線区整理損失引当金 29,116
退職給付に係る負債 157,476
その他 142,238

負債合計 2,649,514
（純資産の部）
株主資本 1,163,589
資本金 226,136
資本剰余金 183,905
利益剰余金 754,734
自己株式 △1,186

その他の包括利益累計額 44,116
その他有価証券評価差額金 10,764
繰延ヘッジ損益 738
退職給付に係る調整累計額 32,614

非支配株主持分 129,500
純資産合計 1,337,206
負債純資産合計 3,986,721
　

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 44
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連結損益計算書

連結損益計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）

科　目 金　額
営業収益 1,845,840
営業費
運輸業等営業費及び売上原価 1,383,523
販売費及び一般管理費 264,236 1,647,759

営業利益 198,081
営業外収益
受取利息 277
受取配当金 1,276
保険配当金 1,565
受託工事事務費戻入 1,354
持分法による投資利益 1,870
その他 3,197 9,542

営業外費用
支払利息 21,736
その他 2,203 23,940

経常利益 183,682
特別利益
固定資産売却益 6,392
工事負担金等受入額 10,064
収用補償金 2,198
投資有価証券売却益 5,386
その他 5,850 29,892

特別損失
工事負担金等圧縮額 7,090
収用等圧縮損 2,078
減損損失 15,112
その他 10,352 34,633

税金等調整前当期純利益 178,941
法人税、住民税及び事業税 23,678
法人税等調整額 22,214 45,892
当期純利益 133,048
非支配株主に帰属する当期純利益 5,549
親会社株主に帰属する当期純利益 127,499

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。45
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株　　主　　資　　本 その他の包括利益累計額
非支配
株　主
持　分

純資産
合　計資本金 資　本

剰余金
利　益
剰余金 自己株式 株主資本

合　　計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰　延
ヘッジ
損　益

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 226,136 184,031 720,754 △1,271 1,129,650 6,531 228 20,243 27,003 123,511 1,280,165
当期変動額
剰余金の配当 △42,850 △42,850 △42,850
親会社株主に帰属
する当期純利益 127,499 127,499 127,499

連結範囲の変動 △450 △450 △450
合併による増減 △168 △168 △168
会社分割による増減 △132 △132 △132
自己株式の取得 △50,000 △50,000 △50,000
自己株式の消却 △5 △49,918 49,923 － －
自己株式の処分 5 161 167 167
連結子会社株式の取得
による持分の増減 △125 △125 △125

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 4,232 509 12,371 17,113 5,988 23,101

当期変動額合計 － △125 33,979 85 33,939 4,232 509 12,371 17,113 5,988 57,041
当期末残高 226,136 183,905 754,734 △1,186 1,163,589 10,764 738 32,614 44,116 129,500 1,337,206

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表 （2025年4月1日から2026年3月31日まで）（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に
関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　58社

　連結子会社は、JR西日本不動産開発㈱、JR西日本SC開発
㈱、京都駅ビル開発㈱、JR西日本ステーションシティ㈱、大
鉄工業㈱、㈱JR西日本コミュニケーションズ、JRバス中国
㈱、西日本ジェイアールバス㈱、㈱JR西日本テクシア、㈱ジ
ェイアール西日本伊勢丹、㈱ジェイアール西日本デイリーサ
ービスネット、JR西日本プロパティーズ㈱、㈱ジェイアール
西日本ホテル開発、㈱日本旅行、JR西日本電気システム㈱、
中国SC開発㈱、㈱JR西日本ヴィアインのほか41社でありま
す。

(2) 非連結子会社は、㈱千里山荘等81社であり、その合計の総
資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余
金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及
ぼさないため連結の範囲から除外しております。

(3) 当連結会計年度において、㈱JR西日本ヴィアイン及び㈱
TRAILBLAZERは、重要性が増したため、連結の範囲に含め
ております。
　また、㈱ジェイアール西日本ホテル開発を存続会社とした
合併により、㈱ホテルグランヴィア広島、㈱ホテルグランヴ
ィア大阪、㈱ホテルグランヴィア岡山及び㈱奈良ホテルが消
滅しております。

2. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社はありません。
(2) 持分法適用の関連会社は、関西高速鉄道㈱、大阪外環状鉄

道㈱、アジア航測㈱、広成建設㈱、鉄道情報システム㈱の５
社であります。

(3) 非連結子会社81社及び関連会社の㈱交通新聞社等18社の
当期純損益（持分に見合う額）の合計及び利益剰余金（持分
に見合う額）等の合計は、連結計算書類に及ぼす影響が軽微
であるため、持分法の適用範囲から除外しております。

(4) 持分法適用会社のうち、アジア航測㈱の決算日は９月30日
であります。同社については、直近の事業年度に係る計算書
類を使用しております。その他の持分法適用会社の決算日は
すべて３月31日であり、連結決算日と同一であります。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、㈱日本旅行の決算日は12月31日であ
ります。連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の
計算書類を使用しております。連結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
その他の連結子会社の決算日はすべて３月31日であり、連結
決算日と同一であります。

4. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は主として移動平均法により算定）によ
っております。

市場価格のない株式等
　主として移動平均法による原価法によっております。

② デリバティブ
　時価法によっております。

③ 棚卸資産
商品

　主として売価還元法、最終仕入原価法による原価法に
よっております。

分譲土地建物
　個別法による原価法によっております。

仕掛品
　個別法による原価法によっております。

貯蔵品
　主として移動平均法による原価法によっております。

　なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り
下げの方法により算定しております。

(2) 重要な固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定率法によっております。ただし、鉄道事業取
替資産については取替法によっております。

② 無形固定資産
　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
る利用可能期間（主として５年）に基づく定額法によって
おります。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法によっております。

④ 長期前払費用
　均等償却を行っております。

(3) 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

② 賞与引当金
　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上して
おります。

③ 災害損失引当金
　「令和６年能登半島地震」による被害に対する今後の復
旧に要する費用の支出に備えるため、その見積り額を計上
しております。

④ 新幹線鉄道大規模改修引当金
　全国新幹線鉄道整備法第17条第１項の規定に基づき計
上しております。

⑤ 環境安全対策引当金
　保管するPCB廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、
当連結会計年度末における処理費用の見積り額を計上して
おります。
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連結注記表

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配

分する
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに

つれて）収益を認識する

⑥ 線区整理損失引当金
　廃止した三江線（江津～三次駅間）の橋梁の撤去等の支
出に備えるため、その見積り額を計上しております。
　また、城端線・氷見線の鉄道事業再構築実施計画に係る
支出に備えるため、その見積り額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社は、主として以下の５ステップアプロ
ーチに基づき、顧客への財又はサービスの移転との交換によ
り、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認
識しております。

　各事業における収益の計上基準は次のとおりです。
モビリティ業

　モビリティ業は、主に鉄道による旅客輸送サービスを
提供しており、運送約款に基づいて顧客に対し旅客輸送
サービスを提供する義務を負っております。当該履行義
務は、旅客輸送サービスが完了した時点又は一定の期間
にわたり充足されると判断し収益を認識しております。

流通業
　流通業は、主に駅構内において展開する店舗にて商品
の販売を行っており、通常、商品の引き渡し時点におい
て顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充
足されると判断し収益を認識しております。

不動産業
　不動産販売業は、主に沿線におけるマンションの分譲
販売を行っており、顧客との不動産売買契約に基づいて
顧客に対し当該物件の引き渡しを行う義務を負っており
ます。当該履行義務は、物件の引き渡し時点において充
足されると判断し収益を認識しております。
　不動産賃貸業は、主に駅やその周辺施設の貸付けを行
っておりますが、これら不動産賃貸による収益は、「リ
ース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号　
2007年３月30日）」に従い、賃貸借期間にわたって計
上しております。
　ホテル業は、駅構内用地の駅ビルにおいて主に宿泊、
宴会サービスを提供しており、利用規約に基づいて、顧
客に対し施設及びサービスを提供する義務を負っており
ます。当該履行義務は、施設の利用又はサービスを提供
した時点において履行義務が充足されると判断し収益を
認識しております。

旅行・地域ソリューション業
　旅行・地域ソリューション業は、主に旅行の手配、自
社の企画旅行商品の販売を行っており、旅行条件書に基
づいて顧客に対し鉄道等の予約手配、宿泊券類の発行、
企画旅行を実施する義務を負っております。当該履行義
務は、鉄道等の予約手配、宿泊券類を発行した時点又は
旅行の実施期間にわたり充足されると判断し収益を認識
しております。また、その他に、官公庁や自治体等から
の受託事業を行っており、顧客に対し観光誘客事業や経
済対策事業、各種事務局業務の支援等を行う義務を負っ
ております。当該履行義務は、顧客との契約期間にわた
り充足されると判断し収益を認識しております。

収益の総額と純額表示
　当社及び連結子会社が当事者として取引を行っている場
合には、本人取引として、顧客から受け取る対価の総額で
収益を認識しております。当社及び連結子会社が第三者の
ために取引を行っている場合には、代理人取引として、顧
客から受け取る対価の総額から第三者のために回収した金
額を差し引いた純額で収益を表示しております。
　当社及び連結子会社が本人取引としているか、代理人
取引としているかの判定にあたっては、次の指標を考慮
しております。
・企業が、約束の履行に対する主たる責任を有しているか
・企業が、顧客の発注前後、出荷中や返品中に在庫リス

クを有しているか
・企業が、価格設定の裁量権を有しているか

ポイントプログラム
　当社及び連結子会社は会員向けのポイントプログラム
を運営しており、旅客輸送サービス等の利用に応じて付
与されるポイントは、将来当社及び連結子会社並びに提
携他者によるサービスを受けるために利用することがで
きます。付与したポイント分を履行義務として認識し、
契約負債に計上しております。取引価格は、必要に応じ
てサービスの利用割合や失効見込分を考慮した上で、独
立販売価格の比率に基づいて各履行義務に配分しており
ます。ポイントプログラムの履行義務に配分された取引
価格は「契約負債」として繰延べ、ポイントの利用に伴
い収益を認識しております。

重要な金融要素
　当社及び連結子会社の約束した対価の金額に重要な金
融要素は含まれておりません。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当
処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについ
ては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワッ
プについては特例処理によっております。
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モビリティ業
流通業 不動産業 旅行・地域

ソリューション業
その他

（注１） 合計旅客運送
その他

定期 定期外
顧客との契約から生じ
る収益 144,608 803,520 150,178 224,659 167,636 189,203 32,441 1,712,248

その他の源泉から生じ
る収益（注２） － － 7,386 7,982 118,126 － 97 133,592

外部顧客への売上高 144,608 803,520 157,564 232,641 285,762 189,203 32,539 1,845,840

(7) 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債は、従業員の
退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結
会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、主として発生年度に全額を一
括して処理しております。
　数理計算上の差異については、主としてその発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主とし
て10年）による定額法により按分した額を、主としてそれ
ぞれの発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費
用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(8) 工事負担金等の会計処理
　鉄道事業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、
地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受け
ております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工
事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減
額しております。
　なお、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を
特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接
減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上して
おります。

(9) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
　リース料金受取時に売上高と売上原価を計上する方法によ
っております。

Ⅱ 収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメ
ントであり、広告業等を含んでおります。

2 「その他の源泉から生じる収益」は収益認識会計基準の適用
対象外の収益であり、不動産賃貸収入及びリース収入等を含
んでおります。

当連結会計年度

2025年４月１日残高 2026年３月31日残高

顧客との契約から生じた債権 128,345 111,547

契約資産 22,408 31,652

契約負債 91,750 93,672

当連結会計年度
2025年４月１日残高 2026年３月31日残高

１年以内 90,699 91,915
１年超 1,051 1,756
合計 91,750 93,672

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「Ⅰ　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に
関する注記等」の「４．会計方針に関する事項」の「(5) 収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じる
キャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末におい
て存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識する
と見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：百万円）

　契約資産は、主に、建設事業における工事請負契約につい
て期末日時点で完了しているが、未請求の建物等の引渡しに
係る対価に対する連結子会社の権利に関するものでありま
す。契約資産は、対価に対する連結子会社の権利が無条件に
なった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えており
ます。当該建設事業における工事請負契約に対する対価は、
顧客との工事請負契約に基づき請求し、受領しております。
　契約負債は、主に、モビリティ業における乗車券類の発
売、不動産業における棚卸資産の販売、旅行・地域ソリュー
ション業における企画旅行商品の販売で履行義務充足前に対
価を受領したものであります。なお、契約負債は、収益の認
識に伴い取り崩しております。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契
約負債残高に含まれていた額は、88,068百万円であります。
また、当連結会計年度において、契約資産が9,244百万円増
加した主な理由は、建設事業における工事請負契約について
期末日時点で完了しているが、未請求の建物等の引渡しに係
る対価が増加した結果であります。また、当連結会計年度に
おいて、契約負債が1,921百万円増加した主な理由は、モビ
リティ業において、履行義務充足前に受領した対価が増加し
た結果であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が
見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
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　担保に供している資産
　　現金及び預金 246百万円
　　建物及び構築物 162百万円
　　土地 128百万円
　　投資有価証券 393百万円
　　その他 822百万円
　　　　計 1,753百万円

　担保付債務
　　買掛金 5百万円
　　　　計 5百万円

3. 固定資産の取得原価から直接減額された
工事負担金等累計額 802,468百万円

被　保　証　者 保証金額 被保証債務の内容

関 西 高 速 鉄 道 株 式 会 社 56,005 金融機関等からの借入金に対
する債務保証

大 阪 外 環 状 鉄 道 株 式 会 社 9,289 金融機関からの借入金に対す
る保証予約

非 連 結 子 会 社 315 JR券委託販売等に対する保証

提 携 住 宅 ロ ー ン 利 用 顧 客 4,416 提携住宅ローンに対する保証

そ の 他 9

計 70,035

Ⅲ 表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、流動資産の「受取手形及び売掛
金」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、連結貸
借対照表の開示の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度よ
り独立掲記しております。
　前連結会計年度において、流動負債の「支払手形及び買掛
金」に含めて表示しておりました「電子記録債務」は、連結貸
借対照表の開示の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度よ
り独立掲記しております。

（連結損益計算書）
　前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて
表示しておりました「保険配当金」及び「受託工事事務費戻
入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立
掲記しております。
　前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含めて表
示しておりました「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が
増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
　前連結会計年度において、独立掲記しておりました特別損失
の「災害による損失」は、金額的重要性が乏しいため、当連結
会計年度より「その他」に含めて表示しております。

Ⅳ 連結貸借対照表等に関する注記
1. 担保提供資産

2. 有形固定資産の減価償却累計額 4,105,962百万円

4. 保証債務の明細　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

当連結会計年度
2025年４月１日残高 2026年３月31日残高

顧客との契約から生じた債権 128,345 111,547
受取手形及び売掛金 38,563 36,118
未収運賃 54,263 60,080
未収金 34,853 14,632
その他 665 715

契約資産 22,408 31,652
受取手形及び売掛金 18,434 27,003
未収金 3,950 4,647
その他 22 1

契約負債 91,750 93,672
預り金 35,316 32,369
前受運賃 40,824 42,582
前受金 14,990 17,415
その他 619 1,305

決　議 株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年６月18日
定時株主総会

普通
株式 22,360 47.5 2025年

３月31日
2025年

６月19日
2025年11月４日

取 締 役 会
普通
株式 20,490 45 2025年

９月30日
2025年

11月28日

決　議（予定） 株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

配当の
原資

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年６月18日
定時株主総会

普通
株式 23,905 利益

剰余金 52.5 2026年
３月31日

2026年
６月19日

5. 福知山線列車事故に関する事項
　今後、福知山線列車事故に伴う補償などの支出が見込まれ
ますが、これらについては、現時点では金額等を合理的に見
積ることは困難であります。

6. 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高
　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残
高は、それぞれ以下のとおりであります。

（単位：百万円）

Ⅴ 連結損益計算書等に関する注記
　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以
外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生
じる収益の金額は、「Ⅱ　収益認識に関する注記　１．顧客と
の契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

Ⅵ 連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び株式数

普　通　株　式 　　　　　　　　　　　455,561,300株
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力
発生日が翌期となるもの
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Ⅶ 金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、既存債務の返済資金や設備投資資金等の
うちフリー・キャッシュ・フローで賄いきれない資金を調達
（主に社債及び銀行等からの長期借入金）しております。一
時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的
な運転資金を主として短期社債により調達しております。デ
リバティブは、後述するリスクを回避するために利用してお
り、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、未収
運賃、未収金は、顧客の信用リスクに晒されております。有
価証券は、短期間で決済される譲渡性預金であります。投資
有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、
市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払
金、預り連絡運賃、預り金は、ほとんど１年以内の支払期日
であります。また、外貨建ての営業債務は為替の変動リスク
に晒されておりますが、原則として海外旅行ツアーに係る外
貨建ての営業債務は為替予約を利用してヘッジしておりま
す。社債、借入金は、主に既存債務の返済や設備投資に係る
資金調達であり、償還日は決算日後、最長で45年後でありま
す。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスク
に晒されております。鉄道施設購入長期未払金は、主に新幹
線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律（平成３年法律
第45号）に基づき、新幹線鉄道保有機構から譲り受けた新幹
線鉄道施設の対価について元利均等半年賦により支払うもの
であり、支払日は決算日後、最長で25年後であります。
　デリバティブ取引は、金融負債に係る将来の為替相場及び
支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした通貨
スワップ取引及び金利スワップ取引、並びに外貨建ての営業
債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とし
た為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計の方法につい
ては、前述の「Ⅰ　連結計算書類作成のための基本となる重
要な事項に関する注記等」の「４．会計方針に関する事項」
に記載されている「(6) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧く
ださい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、社内規程に従い、営業債権について、取引相手
ごとに期日及び残高を管理し、財務状況等の悪化等による
回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社
についても、各社の社内規程に従い、同様の管理を行って
おります。
　デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパー
ティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関との
み取引を行っております。
　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信
用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により
表されております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は、金融負債に係る将来の為替相場及び支払金利の
変動リスクを回避する目的で、為替予約取引、金利スワッ
プ取引を利用しております。その執行・管理については、
取引権限を定めた社内規程に基づき、財務担当部署が行っ
ております。
　また、一部の連結子会社は、外貨建ての営業債務につい
て、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、
原則として為替予約を利用してヘッジしております。な
お、為替相場の状況により、半年を限度として、過去の実
績及びツアー予約状況を勘案して海外旅行ツアーに係る予
定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債務
に対する為替予約を行っております。その執行・管理につ
いては、取引権限や限度額等を定めた外国為替取引管理規
程に基づき、半年ごとに為替会議で基本方針を承認し、こ
れに従い財務担当部署が取引を行い契約先と残高照合等を
行っております。これらの管理は、一部の連結子会社の各
支店の営業部門の申請に基づき、管理部門が行っており、
内部監査部門が定期的にチェックする体制でリスク管理を
行っております。
　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や
発行体の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券
以外のものについては、発行体との関係を勘案して保有状
況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行で
きなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署及びグループ会社からの報告に基づき適
時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により流動性
リスクを管理しております。また、あらかじめ定めた条件
によって資金の利用が可能なコミットメントライン契約を
締結し、安定的に手元流動性を確保する手段を確保してお
ります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することもあります。
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連結注記表

連結貸借
対 照 表
計 上 額

時価 差額

(1) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 63,346 63,346 －
(2) 電 子 記 録 債 権 260 260 －
(3) 未 収 運 賃 60,080 60,080 －
(4) 未 収 金 120,192 120,192 －
(5) 有価証券及び投資有価証券

関 連 会 社 株 式 5,203 6,119 915
そ の 他 有 価 証 券 44,965 44,965 －

(6) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 (67,289) (67,289) －
(7) 電 子 記 録 債 務 (2,143) (2,143) －
(8) 短 期 借 入 金 (19,228) (19,228) －
(9) 未 払 金 (178,500) (178,500) －

(10) 未 払 法 人 税 等 (19,653) (19,653) －
(11) 預 り 連 絡 運 賃 (4,807) (4,807) －
(12) 預 り 金 (172,299) (172,299) －
(13) 社 債 ( １ 年 内 償 還 予 定 を 含 む ) (890,997) (666,233) 224,764
(14) 長期借入金(１年内返済予定を含む) (631,375) (592,352) 39,023
(15) 鉄道施設購入長期未払金

(鉄道施設購入未払金を含む)
(94,692) (131,143) (36,450)

(16) デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 1,131 1,131 －

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における
（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に
観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して
算定した時価

2. 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借
対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金
（連結貸借対照表計上額107,023百万円）は、「その他有価
証券」には含めておりません（（注２）市場価格のない株式
等、及び（注３）を参照ください。）。また、現金は注記を
省略しており、預金及び有価証券（譲渡性預金）は短期間で
決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を
省略しております。

（単位：百万円）

(＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性
及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用し
ている場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ
ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類しております。

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 43,356 1,608 － 44,965
デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているもの － 1,131 － 1,131

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
受取手形及び売掛金
電子記録債権

－
－

63,346
260

－
－

63,346
260

未収運賃 － 60,080 － 60,080
未収金 － 120,192 － 120,192
有価証券及び投資有価証券

関連会社株式 6,119 － － 6,119
支払手形及び買掛金
電子記録債務

－
－

67,289
2,143

－
－

67,289
2,143

短期借入金 － 19,228 － 19,228
未払金 － 178,500 － 178,500
未払法人税等 － 19,653 － 19,653
預り連絡運賃 － 4,807 － 4,807
預り金 － 172,299 － 172,299
社債（１年内償還予定を含む） 666,233 － － 666,233
長期借入金（１年内返済予定を含む） － 592,352 － 592,352
鉄道施設購入長期未払金 － 131,143 － 131,143
（鉄道施設購入未払金を含む）

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品
（単位：百万円）

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品
（単位：百万円）

（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
(1) 受取手形及び売掛金、(2) 電子記録債権、(3) 未収運賃並び
に(4) 未収金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、
レベル２の時価に分類しております。

(5) 有価証券及び投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式
は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の
時価に分類しております。
　社債については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャ
ッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッ
ドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。
　私募投資については、市場における取引価格が存在せず、
解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求
められるほどの重要な制限がないため、基準価額等を時価と
しており、レベル２の時価に分類しております。

(6) 支払手形及び買掛金、(7) 電子記録債務、(8) 短期借入金、
(9) 未払金、(10) 未払法人税等、(11) 預り連絡運賃並びに(12) 
預り金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、
レベル２の時価に分類しております。 52
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連結注記表

区分 連結貸借対照表計上額
投資有価証券

その他有価証券
非上場株式 91,584

連結貸借対照表計上額 時価
530,667 1,009,998

(13) 社債（１年内償還予定を含む）
　当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定して
おります。当社の発行する社債は活発な市場で取引されてい
るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

(14) 長期借入金（１年内返済予定を含む）
　長期借入金の時価については、一定の期間ごとに区分した債
務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期
間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、一
部の長期借入金の時価については、金利スワップの対象とされ
ていることから、当該金利スワップと一体として処理された元
利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっております。

(15) 鉄道施設購入長期未払金（鉄道施設購入未払金を含む）
　鉄道施設購入長期未払金の時価については、法令に基づく
金銭債務であって同様の手段での再調達が困難なため、新規
に同様の社債を発行した場合に想定される利率で、元利金の
合計額を割り引いた現在価値により算定しており、レベル２
の時価に分類しております。

(16) デリバティブ取引
　デリバティブ取引の時価については、取引金融機関から提
示された価格等によっております。
　ただし、為替予約等の振当処理並びに金利スワップの特例処
理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体
として処理しており、それらの時価は、当該長期借入金等の時
価に含めて記載して、レベル２の時価に分類しております。

（注2）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

　これらについては、「(5) 有価証券及び投資有価証券」には
含めておりません。

（注3）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その
他これらに準ずる事業体への出資については「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」第24－16項の取扱いを適用
しており、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
第４項(1) に定める事項を注記しておりません。当該出資の
連結貸借対照表計上額は15,439百万円であります。

Ⅷ 賃貸等不動産に関する注記
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、大阪府その他の地域におい
て、賃貸用のオフィスビルや商業施設（土地を含む）、賃貸
住宅等を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項
（単位：百万円）

（注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計
額を控除した金額であります。

（注2）当連結会計年度末の時価は、主要な物件については
「不動産鑑定評価基準」に基づいて計算された金額、そ
の他の物件については、一定の評価額等が適切に市場価
格を反映していると考えられるため当該評価額や連結貸
借対照表計上額をもって時価としております。

Ⅸ １株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 2,653円81銭
2. １株当たり当期純利益 277円73銭

Ⅹ 重要な後発事象に関する注記
 （株式取得による持分法適用関連会社化）

　当社は、2026年４月30日開催の取締役会において、株式会
社りそなホールディングス（以下「りそなHD」という）及び
株式会社関西みらい銀行（以下「関西みらい銀行」という）と
の間で資本業務提携契約を締結すること、及び当社が銀行法に
定める銀行主要株主に係る認可を受けることを前提に、りそな
HDが保有する関西みらい銀行の株式の一部を取得することを
決議し、同年５月1日付で本資本業務提携契約を締結いたしま
した。これにより、関西みらい銀行は、当社の持分法適用関連
会社となる見込みです。

１．株式の取得目的
　関西を中心とする西日本地域の移動や暮らし、金融をシーム
レスにつなげ、地域の持続的な発展に貢献する新たなビジネス
モデルに挑戦するため。

２．株式を取得する会社の概要
(1) 名称
　株式会社関西みらい銀行
(2) 事業の内容
　銀行業
(3) 資本金
　38,971百万円

３．株式取得の時期
　2026年度中（予定）

４．取得する株式の数及び取得後の持分比率
(1) 取得する株式数
　20,000,000株
(2) 取得価額
　90,000百万円
(3) 取得後の持分比率
　20％

５．支払資金の調達及び支払方法
　自己資金による現金での支払い（予定）
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貸借対照表

計 算 書 類

貸借対照表 （2026年３月31日現在）

科　目 金　額
（資産の部）
流動資産 523,690

現金及び預金 169,112

未収運賃 59,658

未収金 70,812

未収収益 7,016

短期貸付金 82,487

有価証券 54,100

貯蔵品 27,081

前払費用 4,945

その他 48,645

貸倒引当金 △170

固定資産 2,851,236

鉄道事業固定資産 1,852,056

関連事業固定資産 78,929

各事業関連固定資産 90,756

建設仮勘定 71,610

投資その他の資産 757,884

関係会社株式 281,680

投資有価証券 39,135

長期貸付金 312,652

長期前払費用 19,003

繰延税金資産 112,588

その他 5,278

貸倒引当金 △12,454

資産合計 3,374,926
　

科　目 金　額
（負債の部）
流動負債 868,331
短期借入金 311,234
1年内償還予定の社債 80,999
1年内返済予定の長期借入金 37,203
鉄道施設購入未払金 1,510
未払金 224,417
未払費用 19,376
未払消費税等 6,979
未払法人税等 6,724
預り連絡運賃 4,452
預り金 65,292
前受運賃 42,375
前受金 36,306
前受収益 512
賞与引当金 27,205
災害損失引当金 102
その他 3,639

固定負債 1,755,860
社債 809,998
長期借入金 594,171
鉄道施設購入長期未払金 93,181
新幹線鉄道大規模改修引当金 41,666
退職給付引当金 170,271
環境安全対策引当金 1,719
線区整理損失引当金 29,116
資産除去債務 1,525
その他 14,209

負債合計 2,624,192
（純資産の部）
株主資本 742,751
資本金 226,136
資本剰余金 181,136
資本準備金 181,136

利益剰余金 336,186
利益準備金 11,327
その他利益剰余金 324,859
固定資産圧縮積立金 25,564
繰越利益剰余金 299,295

自己株式 △708
評価・換算差額等 7,982
その他有価証券評価差額金 7,361
繰延ヘッジ損益 621

純資産合計 750,733
負債純資産合計 3,374,926
　

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 54
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損益計算書

損益計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）

科　目 金　額
鉄道事業
営業収益 1,023,435
営業費 903,318
営業利益 120,116

関連事業
営業収益 35,646
営業費 25,840
営業利益 9,806

全事業営業利益 129,922
営業外収益
受取利息・受取配当金 5,245
その他 4,826 10,072

営業外費用
支払利息・社債利息 23,625
その他 1,252 24,877

経常利益 115,117
特別利益
固定資産売却益 6,415
工事負担金等受入額 10,064
収用補償金 871
投資有価証券売却益 5,067
その他 958 23,377

特別損失
工事負担金等圧縮額 7,460
収用等圧縮損 871
関係会社貸倒引当金繰入額 10,367
その他 4,092 22,791

税引前当期純利益 115,703
法人税、住民税及び事業税 4,198
法人税等調整額 26,891 31,090
当期純利益 84,613

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株　　主　　資　　本 評価・換算差額等

純資産
合 計資本金

資 本 剰 余 金 利　益　剰　余　金

自己株式 株主資本
合　　計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

繰　延
ヘッジ
損　益

評　価・
換算差額
等 合 計

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

固 定 資 産
圧縮積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 226,136 181,136 － 181,136 11,327 24,641 308,373 344,342 △793 750,821 4,508 185 4,694 755,515
当期変動額
剰余金の配当 △42,850 △42,850 △42,850 △42,850
当期純利益 84,613 84,613 84,613 84,613
固定資産圧縮
積立金の積立 1,813 △1,813 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩 △891 891 － － －

自己株式の取得 △50,000 △50,000 △50,000
自己株式の消却 △5 △5 △49,918 △49,918 49,923 － －
自己株式の処分 5 5 161 167 167
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

2,853 435 3,288 3,288

当期変動額合計 － － － － － 922 △9,077 △8,155 85 △8,070 2,853 435 3,288 △4,782
当期末残高 226,136 181,136 － 181,136 11,327 25,564 299,295 336,186 △708 742,751 7,361 621 7,982 750,733

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表 （2025年4月1日から2026年3月31日まで）（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法によっております。

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）によっております。
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切り下げの方法により算定）によっており
ます。

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定率法によっております。ただし、鉄道事業取
替資産については取替法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェ
アについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法によっております。

(4) 長期前払費用
　均等償却を行っております。

3. 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。

4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

(2) 賞与引当金
　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上して
おります。

(3) 災害損失引当金
　「令和６年能登半島地震」による被害に対する今後の復
旧に要する費用の支出に備えるため、その見積り額を計上
しております。

(4) 新幹線鉄道大規模改修引当金
　全国新幹線鉄道整備法第17条第１項の規定に基づき計上
しております。

(5) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配

分する
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに

つれて）収益を認識する

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
　過去勤務費用については、発生年度に全額を一括して処
理しております。
　数理計算上の差異については、その発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費
用処理しております。

(6) 環境安全対策引当金
　保管するPCB廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、
当事業年度末における処理費用の見積り額を計上しており
ます。

(7) 線区整理損失引当金
　廃止した三江線（江津～三次駅間）の橋梁の撤去等の支
出に備えるため、その見積り額を計上しております。
　また、城端線・氷見線の鉄道事業再構築実施計画に係る
支出に備えるため、その見積り額を計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準
　当社は、主として以下の５ステップアプローチに基づき、顧
客への財又はサービスの移転との交換により、その権利を得る
と見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。

　各事業における収益の計上基準は次のとおりです。
モビリティ業

　モビリティ業は、主に鉄道による旅客輸送サービスを
提供しており、運送約款に基づいて顧客に対し旅客輸送
サービスを提供する義務を負っております。当該履行義
務は、旅客輸送サービスが完了した時点又は一定の期間
にわたり充足されると判断し収益を認識しております。

その他の事業
　その他の事業は、主に自社の管理する不動産の貸付
や、その他クレジットカード事業等を行っております。
不動産の貸付による収益は、「リース取引に関する会計
基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に従
い、その発生期間に賃貸収益を認識しております。その
他の収益は主に、サービスの提供に伴い一定期間にわた
って認識しております。

ポイントプログラム
　当社は会員向けのポイントプログラムを運営してお
り、旅客輸送サービス等の利用に応じて付与されるポイ
ントは、将来当社及び提携他者によるサービスを受ける
ために利用することができます。付与したポイント分を
履行義務として認識し、契約負債に計上しております。
取引価格は、必要に応じてサービスの利用割合や失効見
込分を考慮した上で、独立販売価格の比率に基づいて各
履行義務に配分しております。ポイントプログラムの履
行義務に配分された取引価格は「契約負債」として繰延
べ、ポイントの利用に伴い収益を認識しております。57
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1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,613,696百万円
2. 固定資産の取得原価から直接減額された

工事負担金等累計額 802,468百万円
3. 事業用固定資産の科目ごとの総額

有形固定資産 1,979,278百万円
土　地 642,327百万円
建　物 178,904百万円
構築物 712,439百万円
車　両 304,968百万円
その他 140,638百万円

無形固定資産 42,463百万円

6. ヘッジ会計の方法
　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当
処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについ
ては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワッ
プについては特例処理によっております。

7. 工事負担金等の会計処理
　鉄道事業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、
地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受け
ております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工
事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減
額しております。
　なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別
利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額
した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しており
ます。

8. ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
　リース料金受取時に売上高と売上原価を計上する方法によ
っております。

Ⅱ 収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　「Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「５．収
益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注
記を省略しております。

Ⅲ 表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）

　前事業年度において、独立掲記しておりました特別損失の
「災害による損失」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年
度より「その他」に含めて表示しております。

Ⅳ 貸借対照表等に関する注記

　

被　保　証　者 保証金額 被保証債務の内容

関 西 高 速 鉄 道 株 式 会 社 56,005 金融機関等からの借入金に対
する債務保証

大 阪 外 環 状 鉄 道 株 式 会 社 9,289 金融機関からの借入金に対す
る保証予約

JR西日本不動産開発株式会社 201 自治体との契約に対する債務
保証

計 65,495
5. 関係会社に対する長期金銭債権 311,051百万円
6. 関係会社に対する短期金銭債権 98,788百万円
7. 関係会社に対する長期金銭債務 743百万円
8. 関係会社に対する短期金銭債務 450,289百万円
9. 全国新幹線鉄道整備法第17条第１項の

規定により計上する新幹線鉄道大規模
改修引当金 41,666百万円

10. 福知山線列車事故に関する事項

1. 営 業 収 益 1,059,082百万円

運送営業費及び売上原価 665,394百万円
鉄道事業 665,275百万円
関連事業 119百万円

販売費及び一般管理費 84,979百万円
鉄道事業 67,251百万円
関連事業 17,727百万円

諸税 41,658百万円
減価償却費 137,126百万円

営業収益 56,260百万円
営業費 259,710百万円
営業取引以外の取引高 119,412百万円

4. 全国新幹線鉄道整備法第17条第１項
の規定により計上する新幹線鉄道大規
模改修引当金繰入額 4,166百万円

普　通　株　式 219,264株

4. 保証債務の明細　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

　今後、福知山線列車事故に伴う補償などの支出が見込まれ
ますが、これらについては、現時点では金額等を合理的に見
積もることは困難であります。

Ⅴ 損益計算書に関する注記

2. 営　業　費

3. 関係会社との取引高

Ⅵ 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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賞与引当金 8,575百万円
未払社会保険料 1,350百万円
未払事業税 1,096百万円
退職給付引当金 53,669百万円
繰越欠損金 12,834百万円
その他 80,160百万円
繰延税金資産小計 157,687百万円
評価性引当額 △29,102百万円
繰延税金資産合計 128,584百万円

固定資産圧縮積立金 △11,766百万円
その他有価証券評価差額金 △3,170百万円
その他 △1,058百万円
繰延税金負債合計 △15,995百万円

3. 繰延税金資産の純額 112,588百万円

種類
会社等の

名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

役員 長谷川一明 － －
当社
代表取締役
会長

(被所有)
直接0.0％ －

金銭報酬債権
の現物出資に
伴う自己株式
の処分（注）

10 － －

役員 倉坂昇治 － －
当社
代表取締役
社長

(被所有)
直接0.0％ －

金銭報酬債権
の現物出資に
伴う自己株式
の処分（注）

10 － －

1. １株当たり純資産額 1,648円72銭
2. １株当たり当期純利益 184円21銭

Ⅶ 税効果会計に関する注記
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

2. 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

Ⅷ 関連当事者との取引に関する注記
1. 役員及び個人主要株主等

(注) 譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によ
るものであります。

Ⅸ １株当たり情報に関する注記

Ⅹ 重要な後発事象に関する注記
（株式取得による持分法適用関連会社化）

　当社は、2026年４月30日開催の取締役会において、株式会
社りそなホールディングス（以下「りそなHD」という）及び
株式会社関西みらい銀行（以下「関西みらい銀行」という）と
の間で資本業務提携契約を締結すること、及び当社が銀行法に
定める銀行主要株主に係る認可を受けることを前提に、りそな
HDが保有する関西みらい銀行の株式の一部を取得することを
決議し、同年５月1日付で本資本業務提携契約を締結いたしま
した。これにより、関西みらい銀行は、当社の持分法適用関連
会社となる見込みです。

１．株式の取得目的
　関西を中心とする西日本地域の移動や暮らし、金融をシーム
レスにつなげ、地域の持続的な発展に貢献する新たなビジネス
モデルに挑戦するため。

２．株式を取得する会社の概要
(1) 名称

株式会社関西みらい銀行
(2) 事業の内容

銀行業
(3) 資本金

38,971百万円

３．株式取得の時期
　2026年度中（予定）

４．取得する株式の数及び取得後の持分比率
(1) 取得する株式数

20,000,000株
(2) 取得価額

90,000百万円
(3) 取得後の持分比率

20％

５．支払資金の調達及び支払方法
　自己資金による現金での支払い（予定）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

監　査　報　告

EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市之瀬　　　申
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 戸 康 嗣
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 寛 喜

独立監査人の監査報告書
2026年５月８日

西日本旅客鉄道株式会社
　取 締 役 会　 御 中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、西日本旅客鉄道株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西日本旅客鉄道株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び
連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容
の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書
において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用
者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判

断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す

るために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類
の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求
められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、
及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査人の監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市之瀬　　　申
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 戸 康 嗣
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 寛 喜

独立監査人の監査報告書
2026年５月８日

西日本旅客鉄道株式会社
　取 締 役 会　 御 中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、西日本旅客鉄道株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容
の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判

断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求
められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、
及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

会計監査人の監査報告書　謄本
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告
　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第39期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その
方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備
されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
一　監査等委員会が定めた監査の方針等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、子会社に
対し事業の報告を求め、必要に応じて業務及び財産の状況を調査いたしました。

二　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われていることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和６（2024）年３月12日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月８日
西日本旅客鉄道株式会社 監査等委員会
監査等委員（常勤） 小 倉 真 樹 ㊞
監査等委員（常勤） 多　田　真規子 ㊞
監査等委員 狹　間　惠三子 ㊞
監査等委員 後 藤 研 了 ㊞　

（注）監査等委員小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告　謄本

以　　上 62
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裏表紙

※この冊子は環境に
　やさしい植物油インキを
使用しています。

ユニバーサルデザイン（UD）の
考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。
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